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○日時 令和３年３月４日 午前10時10分開会 

○場所 議場 
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○事務局職員 

事 務 局 長    武 田 浩 一 

次 長    伊 倉 直 樹 

総務議事係長    神 谷 浩 一 

総 務 議 事 係    早 渕 由 樹 

 

午前10時10分開会 

○立崎聡一委員長 ただいまから、総務経済委員会

を開会いたします。 

本日の委員会では、付託されました議案９件、要

請３件、内継続審査が１件について審査いたしま

す。 

本日の進行ですが、まず企画総務部関係分につい

て、順次審査後、理事者入替えをします。 

その後、観光商工部、農林水産部関係分について

審査した後、理事者入替えを行います。 

続いて、建設港湾部関係分について審査し、再度

入替え後、水道部関係について審査いたします。 

最後に、理事者入替え後要請について審査いたし

ます。 

それでは、議案第13号令和２年度網走市一般会計

補正予算中、企画総務部関係、減収補填債、特別減

収対策債、猶予特例債について、関連がありますの

で一括して説明を求めます。 

○古田孝仁財政課長 それでは、議案資料１の第４

号、21ページを御覧いただきたいと思います。 

それでは、議案第13号令和２年度一般会計補正予

算の減収補填債の発行に伴います、補正予算につい

て御説明申し上げます。 

１の補正の理由及び内容でございますが、市たば

こ税、利子割交付金、法人事業税交付金及び地方消

費税交付金の減収が見込まれますことから、減収補

填債を発行しようとするものでございます。 

２の補正額でございますが、歳入予算は、市税を

941万2,000円、利子割交付金を270万円、法人事業

税交付金を920万円、地方消費税交付金を898万

8,000円減額し、減収補填債を3,030万円追加しよう

とするものでございます。 

続きまして、議案資料の22ページを御覧願いま

す。 

令和２年度一般会計の特別減収対策債の発行に伴

います補正予算について御説明申し上げます。 

１の補正の理由及び内容でございますが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、市税や使用料等

が、前年度決算額より減収が見込まれる場合、その

額を限度に特別減収対策債を発行することができる

ようになったことを受け、対象費目の決算見込みに

応じ、特別減収対策債を発行しようとするものでご

ざいます。 

２の補正額でございますが、この特別減収対策債

は、一般財源扱いでありますので、まず、次のペー

ジの（２）の歳入の予算から御説明いたします。 

特別減収対策債の発行額は２億円でございまし

て、同額を市税等使用料で減収すると見込んでおり

ます。 

市税の個人で、現年と滞納繰越分を合わせて１億

408万円の減、法人の現年、過年と、滞納繰越分を

合わせて3,069万3,000円の減、固定資産税の現年

と、滞納繰越分を合わせまして、3,802万7,000円の

減、都市計画税の現年と滞納繰越分を合わせまして

700万円の減、オホーツク流氷館の使用料として

2,020万円の減とし、減する額と同額の２億円を特

別減収対策債として発行するものでございます。 

これに伴います歳出予算の補正といたしまして

は、前のページにお戻りいただきまして、（１）の

歳入予算の①天都山展望台・オホーツク流氷館管理

運営事業の財源補正として、使用料を2,020万円減

額し、一般財源を同額追加するものでございます。 

二つ目が、②地方債償還元金の財源補正として、

都市計画税を700万円減額し、一般財源を同額追加

するものでございます。 

続きまして、議案資料24ページを御覧願います。 

令和２年度一般会計の猶予特例債の発行に伴う、

補正予算について御説明申し上げます。 

１の補正の理由及び内容でございますが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、市民税、固定資

産税、軽自動車税及び都市計画税の徴収猶予と地方

揮発油譲与税、法人事業税交付金及び地方消費税交

付金に係る税の徴収猶予に伴います、交付額の減収

が見込まれますことから、猶予特例債を発行しよう

とするものでございます。 

２の補正額でございますが、この猶予特例債も一

般財源扱いとなりますので、まず次のページ、25ペ

ージの（２）の歳入予算から御説明いたします。 

猶予特例債の発行額は6,440万円でございまし

て、同額を市税や譲与税、交付金で減収すると見込

んでおります。 

内訳といたしましては、市民税の個人で現年と滞

納繰越分を合わせて560万円の減、法人の現年、過

年と、滞納繰越分を合わせまして2,180万7,000円の
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減、固定資産税の現年と滞納繰越分を合わせて966

万5,000円の減、軽自動車税の現年と滞納繰越分を

合わせて70万6,000円の減、都市計画税の現年と滞

納繰越分を合わせて63万2,000円の減、地方揮発油

譲与税で６万円の減、法人事業税交付金で10万円の

減、地方消費税交付金で2,583万円の減と、減額す

る額6,440万円と同額を、猶予特例債として発行す

るものでございます。 

これに伴います歳出予算の補正といたしまして

は、前のページにお戻りいただきまして、（１）の

歳入予算の地方債償還元金の財源補正として、都市

計画税を63万2,000円減額し、一般財源を同額追加

するものでございます。 

説明は以上です。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○川原田英世委員 ちょっとわからない部分がある

ので、何点か伺いたいと思うのですが、これはそれ

ぞれ減収分を起債するということで、１点は、この

起債をするということなのですけれども、ほかの議

案で余剰金、減額補正する部分があるではないです

か。 

それも多分入湯税とか使っているので、それも減

るからっていう意味なのだとは思うのですが、そう

いった本来使おうと思っていたものが使わなかった

というものがあって、余剰金とかあったらそれをこ

っちに使えないのかなと、起債を組まない方法はな

いのかなと思ったのですけれども、起債を組むこと

の優位性だとか、そういったことの可否なんか、そ

ういったところをちょっとどのような状況かお伺い

できればと思います。 

○古田孝仁財政課長 今回、起債を国のほうで創設

していただいた、コロナの影響による減収に伴いま

して、地方財政が大変苦しいだろうという中で、国

のほうでも新しいメニューをつくっていただいた経

緯がございます。 

今後税のほうも見込みは立てておりますけれど

も、その部分と、この後ですね、もう３月になって

しまいましたが、予算案を提出する中では、コロナ

の感染状況もいろいろある中で、総合的に考えた中

では、やはり国のほうで用意していただいた手当て

をですね、最大限活用しながら、安定的な財政運営

を担保した中で、将来を迎えていくという考え方で

予算のほうは編成しておりますので、実際は借りる

か借りないかというのは、今回の予算とは別にその

時々の状況もございますので、現時点といたしまし

ては、借りる方向では考えておりますけれども、余

剰が非常に大きくなった、もしくは市税が、予算よ

りも入りがよくなったという時におきましては、実

際借入れを留保することも考えられますが、そうい

う意味では両方選択肢として持ち合わせているとい

うような状況が一番大切ではないかということで、

財政措置として考えたものでございます。 

あと、それぞれ３種類の起債がございますけれど

も、それぞれの起債の違いといいますか、性質的な

ところでございますが、減収補填債というものはで

すね、こちらは交付税のほうで算定されている税目

を対象にしておりまして、こちらは、この起債を発

行しなくても、今後３カ年間の中で、交付税制度の

中で生産されていく種類のお金になります。 

今回起債で発行した場合は、今年度入りますけれ

ども、もし発行しなかった場合は、今後３年間の交

付税の中において措置されていくと、３分の１ずつ

入ってくるようなイメージになるようなお金でござ

います。 

特別減収対策債のほうですが、こちらは一時的な

資金手当てということであります。 

ですので、単なる借金と言ったらわかりやすいか

もしれませんが、こちらにつきましては、金融機

関、民間から借りることになりますけれども、金融

機関がお貸しいただける中で、資金、手当てをいた

だくというような内容になっていますので、国のほ

うからの今年度の財政措置はございません。 

もう一つの猶予特例債でございますが、こちらも

税の猶予によるものでございますので、当然税は１

年猶予した、次の年に入ってくるという前提になっ

ておりますことから、借入れ期間は１年ということ

になっていますので、その１年後は、当然税として

納められるという前提での制度、設計になっており

ますので、これは短い期間の起債ということになっ

ております。 

こちらも、税が入ってくるという前提というか、

そういう制度でございますので、国からの財源措置

はございません。 

一応このような３種類の中身になっております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

それぞれの部分で理解したのですが、最後の猶予

特例債だと、入ってくるという、基本的には予算の

中で入ってくると見ているということですけれど

も、コロナの影響が長期化するとなると、これは毎
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年その分、やっぱり入らなかったとなったら、毎年

また年度末に起債を組んでいかなければいけなくな

るということになるのでしょうか。 

○古田孝仁財政課長 今回出されました猶予特例

債、猶予自体がですね、今年の税ということでござ

いますので、今後国のほうで、それが延長されるか

どうかもありますが、将来的にもしそうなっていけ

ば、大変資金手当てだけになりますので、確実に税

の徴収のほうをしていかないと、財政的には苦しく

というか、影響を受けるという性質のものと捉えて

おります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

コロナの影響が至るところにあるのだなというふ

うに認識をしていますけれども、あともう１点ちょ

っと確認したいのが、特別減収対策債のほうで、こ

のオホーツク流氷館の使用料の減の部分があるので

すが、別の議案でもオホーツク流氷館の入館の減が

あって、ここでは2,020万円となっているのですけ

れども、それぞれすみ分けした理由、ここは2,020

万円の理由とか、何かそういうのがあるのかちょっ

とお伺いしたいのですが。 

○古田孝仁財政課長 特別減収対策債のほうがです

ね、対象が減収を、前年度決算より減収が見込まれ

る差額ということであるので、その辺の部分と、こ

ちらのほうの基金のほうの部分でございますが、そ

ちらのほうとは算定上、充てられる、充てられない

中で計算して分けたものでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですので、続きまして、議案第13号中、

防災諸費、土砂災害ハザードマップ作成事業の説明

を求めます。 

○渡辺昭総務防災課参事 議案第13号令和２年度一

般会計補正予算中、所管分の防災諸費、土砂災害ハ

ザードマップ作成事業について御説明いたします。 

議案資料１、資料４号26ページを御覧願います。 

初めに、１の補正の理由及び内容ですが、土砂災

害ハザードマップ作成に対し、北海道補助金地域づ

くり総合交付金の交付が決定したことから、財源補

正を行うものです。 

土砂災害ハザードマップ作成事業では、土砂災害

指定に係る説明会等の開催事業費と土砂災害警戒区

域指定後に係るハザードマップの作成事業費を計上

していますが、地域づくり総合交付金では、警戒区

域指定前の説明会等の開催事業費が対象外となり、

警戒区域指定後のハザードマップ作成並びに災害発

生時の危険箇所巡視手引き等の作成に係る委託料、

指定後のハザードマップのコピー代、ハザードマッ

プの郵送料の合計154万8,000円が対象経費となりま

す。 

次に２の補正額ですが、（１）の歳出予算の財源

に、道支出金70万円を追加し、（２）の歳入予算に

地域づくり総合交付金を新設し、70万円を追加し、

財源補正をするものです。 

以上で補正の説明を終わります。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして、議案第13号中、

新型コロナウイルス感染症対策事業、庁用オンライ

ン会議環境整備事業の説明を求めます。 

なお、繰越明許費補正が関連しておりますので、

併せて説明願います。 

○田邊雄三総務防災課長 議案資料１の27ページを

御覧願います。 

令和２年度一般会計一般管理費、庁用オンライン

会議環境整備事業について御説明いたします。 

初めに１の補正の理由及び内容ですが、新型コロ

ナウイルス感染症対応の中でも、業務、事業の継続

図るため、災害防災など緊急的な会議、講座セミナ

ーなどの開催が、オンラインまたは資料のデータ配

信により対応できるよう、必要となる備品などの整

備を行うものです。 

また新庁舎の移転に向け、文書の電子化、ペーパ

ーレス化への対応も併せて行えるよう活用を図るも

のです。 

経費の主なものとしては、システム使用料では、

ペーパーレス会議システムと、ＺＯＯＭライセンス

の年間使用料、工事請負費は議会棟、本庁舎、西庁

舎のＷi－Ｆi整備工事費、備品購入費ではオンライ

ン会議用として、各課で供用するタブレット４台と

ペーパーレス化用タブレットは、12.9インチのもの

を37台購入することとし、合計で932万5,000円とな

ります。 

次に、２の補正額ですが、（１）歳出予算では、

庁用オンライン会議環境整備事業に932万5,000円を

追加し、補正後の額を982万7,000円とするもので

す。 

財源は全額新型コロナウイルス感染症対応地方創
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生臨時交付金の国庫補助金を充てるものです。 

（２）歳入予算では、補正額全額を国庫補助金で

予算措置するものです。 

次に、３の繰越明許費の内訳ですが、本事業は年

度内に完了が見込めないため、事業費の一部である

932万5,000円を翌年度に繰り越すものです。 

説明は以上となります。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○川原田英世委員 何点か確認をしたいのですが、

財源としてコロナ感染症対策ということで、国の補

助を活用するということですから、コロナ対策とし

て取り組んでいくということで、となると、つまり

は急を要する取組であるというふうに認識をするの

ですけれども、導入のスケジュールをまずちょっと

確認したいと思います。 

○田邊雄三総務防災課長 議決後に早期発注をしま

して、５月から６月の間で納品を受けて、７月から

８月で操作の説明等を行い、９月から試験的に導入

をしたいと思っておりますけれども、同時に紙媒体

につきましては、１年程度、もしくはそれ以上、本

格導入できるまでは併用していくというスケジュー

ルで、今のところは考えております。 

○川原田英世委員 ９月頃までには、使用の学習も

含めて、終わらせて導入、実質的な導入は９月をめ

どにということですけれども、９月になったときに

は、これを使用するということになるのだと思うの

ですが、具体的にはどういった使用を検討している

のか。 

どういった活用をイメージしているのか伺いま

す。 

○田邊雄三総務防災課長 今回導入する端末につき

ましては、市側、理事者側の部長職以上、議会側で

は、各議員の方々と事務局というふうになっており

まして、庁用につきましては、庁内会議の資料です

とかをペーパーレス化していくということと、あ

と、議会関連の資料、議案書ほか、今皆さんのお持

ちの資料を基本的にはペーパーレス化するためにデ

ータ化をして、議会の中でも活用できるような形で

の運用を図っていきたいというふうに考えておりま

す。 

○川原田英世委員 議会でも活用に向けてこれから

議会サイドで、議論をいろいろしていかなければい

けないのではないかなというふうに思うのですけれ

ども、ペーパーレス化してデータとして受け取ると

いうことで、日頃の会議もでは今度は集まらないで

行うように、庁内会議も先ほど触れていましたけれ

ども、そのことが前提だということでいいですか。 

○田邊雄三総務防災課長 活用としましては、今ま

で紙で持っていた資料につきましてはペーパーレス

化をする、また集まれないとき、コロナの感染です

とか、災害時で緊急に招集しなくてはいけないけれ

ども、来られないと言ったときには、端末を活用し

てですね、オンラインで会議ができる、連絡がとれ

る、資料の閲覧ができるといったところに活用した

いと考えております。 

○川原田英世委員 ちょっと僕は、よくわからない

のが、コロナ禍で、コロナ対策として導入をします

と、コロナですから、みんなそれぞれ、だからＺＯ

ＯＭを使ったりだとか、町の外に移動しないように

だとか、できるだけ人との接触の機会を減らそうと

いう取組を行っていると。 

その中でこれを導入するということですから、こ

れは導入されたら、つまりはこういった集まる機会

をできるだけなくして、このシステムを活用しよう

ということだと思うのですけれども、今聞いている

と、集まるのは普通に集まるのだけれども、資料だ

けペーパーレス化にするよ、集まらなくするのは何

か緊急災害だとか、何かコロナで何か発生した時だ

というそういう受け取りなのですけれども、それだ

と、これを入れる意味は、ペーパーレス化でしかな

いのではないかと思ってしまうのですけれども、も

っとフル活用するべきだと思うのですが、どのよう

な見解なのでしょう。 

○田邊雄三総務防災課長 例として災害とか緊急と

いうことを申し上げましたけれども、今後は集まら

なくてもいいような形での活用は当然考えていくと

ころだと思っておりますので、そういう活用も含め

て検討していきたいと思います。 

○川原田英世委員 わかりました。 

今が緊急なので、９月にどうなっているかわかり

ませんけれども、できるだけ早い導入と、このコロ

ナ禍の状況は続いていますから、やっぱり活用すべ

きだと思いますので、その方向でしっかりと進めて

いただければと思います。 

以上です。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので続きまして、議案第13号中、新

型コロナウイルス感染症対策事業、郊外地区光回線
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整備事業の説明を求めます。 

なお、繰越明許費補正が関連しておりますので、

併せて説明願います。 

○高橋剛情報政策課長 それでは、議案資料１の28

ページを御覧願います。 

令和２年度一般会計補正予算、郊外地区光回線整

備事業の財源補正と、繰越明許費の設定について御

説明いたします。 

補正と繰越明許費設定の理由及び内容であります

が、過疎地域と非過疎地域との自治体負担の差を解

消するため、北海道独自の補助事業として、伝送用

専用線整備事業費補助金が交付される見込みとなり

ましたことから、財源を国庫補助金から補正するこ

ととし、あわせまして、今年度の事業完了が見込め

ないことから、繰越明許費を設定するものでござい

ます。 

補正額でございますが、歳出予算としての補正後

の額は変わらず、歳入予算として、道補助金を

1,731万4,000円追加し、同じく、1,731万4,000円を

国庫補助金より減額するものでございます。 

また、総事業費11億660万円のうち、光回線設計

業務費を除く工事に係る費用、10億1,090万円につ

きまして、翌年度に繰り越すことといたします。 

説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして議案第13号中、地

域振興推進事業、地域おこし協力隊活用事業につい

て説明を求めます。 

○北村幸彦企画調整課長 議案資料の１、29ページ

を御覧ください。 

令和２年度一般会計補正予算、企画振興費の地域

おこし協力隊活用事業につきまして、御説明いたし

ます。 

１、補正の理由及び内容でありますが、地域おこ

し協力隊の新規隊員が計画どおりに採用できなかっ

たため、経費の減額補正をするものであります。 

減額補正する内容としては、地域おこし協力隊員報

酬として210万円、研修等活動旅費として60万円、

隊員の募集、フォローアップ業務委託として30万

円、合計300万円を減額するものでございます。 

２、補正額、歳出予算は記載のとおりでございま

す。 

財源内訳は、全額一般財源300万円となっており

ます。 

説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○松浦敏司委員 計画どおり採用できなかったとい

う要因といいますか、多分ね、市のほうで思ってい

ることと、協力隊に参加しようとする、そこに何ら

かのギャップがあるような気がするのですけれど

も、その辺どんなふうな要因で確保できなかったの

か、その辺を伺いたいと思います。 

○北村幸彦企画調整課長 地域おこし協力隊員の募

集につきましては、委託会社のほうにお願いいたし

まして、リクナビを通じて募集をしております。 

応募はですね、意外とあるのですけれども、中の

応募の中で、クリックをするというか、エントリー

をする数はいるのですが、地域要因が該当しないも

の、また履歴書等書類を送ってくださいと言って反

応がないものが意外とありまして、その残ったもの

の書類審査の中で、適当な方がなかなかいないと、

面接までやった方も数名いますけれども、採用通知

を出そうと思ったけれども、その前に断られたとか

ですね、採用通知を出してから断られた方という方

もいらっしゃいます。 

そういう状況です。 

地域要件でございますが、首都圏３大都市圏、北

海道で言いますと札幌市のみが網走としては該当に

ならないという、地域条件がございまして、なかな

かそういうこの地域条件をですね、見ないで応募し

てくる方も中にはいらっしゃる状況でございます。 

○松浦敏司委員 その辺はわかったのですが、ちょ

っと一つには、私がちらっと聞いた話では、住ま

い、住む場所がなかなかないといいますか、いい住

宅といいますか、その辺も多分市のほうでこういう

住宅などもありますというようなこともないと、住

宅は自分で探してくださいと言っても、なかなか難

しいのではないかなというふうに思うのですね。 

特に来られる協力隊の人たちは、都会のほうから

来るわけですから、その辺での不安なんかもあるの

ではないかと思うのですが、その辺は面接なんかを

する中では、そういう要望というのはなかったので

すか。 

○北村幸彦企画調整課長 面接の中で、住宅の関係

の不安という相談はないのですけれども、実際、今

年１名、新規に採用になっている方もいらっしゃい

ますし、その前も採用になった方につきましては、
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住宅の本人の御希望を聞いた中でですね、一緒に住

宅を探して回ったりですね、現在まちづくり会社の

職員につきましては、市のですね、潮見の職員住宅

が空いているところがございましたので、そこに入

居してもらっているような状況でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

いずれにしても来る方のニーズなんかもあると思

うので、その辺はできるだけ添えるようなものであ

ってほしいなというふうに思います。 

以上です。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

○川原田英世委員 地域おこし協力隊については、

度々質問をさせていただいていて、活用できている

自治体と活用できていない自治体の差がどんどんど

んどん開いていっているという実感を抱いていま

す。 

残念ながら網走は、後者のほうで活用できないと

いうふうに僕は認識しているところです。 

その理由はいろいろあるというのは、質問等でも

やり取りがありましたけれども、やっぱり活用して

いるところは、町の中にしっかりと溶け込むための

支援策をしていたりだとか、もちろん収入の面でも

上乗せして、ある程度金額を確保するというような

形も行われているというふうに思うのですが、この

採用できなかったという背景には、私はそういうと

ころもあるのだというふうに思うのですが、今現在

の状況で、網走市に地域おこし協力隊として、隊員

が来た場合、その方の年収はどのくらいになると把

握しているのでしょうか。 

○北村幸彦企画調整課長 隊員の報酬でございます

が、月額が現在18万1,161円でございます。 

６月と12月に手当てがございまして、月額の1.3

倍ですね、合計現状では、年収で268万950円という

形になっております。 

○川原田英世委員 268万円の年収ということです

けれども、そこで１点聞きたいのは、各地域に聞く

とですね、成功しているところは、その基本的な総

務省からのそういったもののほかに副業という形

で、例えば商工会議所に入って、そこからも収入を

もらうとかそういうふうにして、かなりのちゃんと

した収入を得るという形に、仕組みをいろいろつく

っているのですけれども、となると、そういう副業

という扱いになるのかどうかなのですが、そういう

副業とかは認めているのか、何かルールがあるの

か、そこの確認をします。 

○北村幸彦企画調整課長 地域おこし協力隊につき

ましては、前年度までと、今年度ですね、制度が変

わりまして、本年度から会計年度任用職員という職

員の扱いになったものですから、アルバイトもです

ね、ちょっと時間とかの制限があるというところで

ございます。 

昨年までは特別職という扱いでございまして、協

力隊がですね、今後活動するに当たっての副業的な

もの、そういうのは認めていた状況なのですが、今

年度からは、時間の制限があるというところで、制

限がかかっているというところでございます。 

○川原田英世委員 これ以上いくと予算に関わると

ころに入っていきそうなので、この程度にしておき

ますけれども、いろいろちょっと問題ありますね。 

問題課題があると思いますので、活用については

来年度も進めていくのだと思いますから、十分に調

査をしていただきたいなというふうに思いますの

で、今度は予算委員会の中で議論させていただきた

いと思いますので。 

以上で終わります。 

○立崎聡一委員長 他にございますか。 

○石垣直樹委員 ちょっと関連して、そこまでお聞

きしたいのですけれども、月額18万円で、保険料、

所得税等引かれて、手取りの収入で幾らくらいにな

るのですか。 

○北村幸彦企画調整課長 ちょっと手元に資料はな

いのですが、税金とですね、所得税、住民税、共済

保険料とかですね、その辺を控除されて、大体でも

よろしいですか。 

15万円前後かなというところで、ちょっと手持ち

に資料がないものですので申し訳ございませんが、 

その程度でございます。 

○石垣直樹委員 何の魅力もない。 

○立崎聡一委員長 よろしいですか。 

他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして、議案第13号中、

基金積立金、財政調整基金積立金ほか４事業につい

て、一括して説明を求めます。 

○古田孝仁財政課長 それでは議案資料の30ページ

を御覧願います。 

令和２年度一般会計財政調整基金費の補正予算に

ついて御説明申し上げます。 

１の補正の理由及び内容でございますが、令和２

年度に受領いたしました、各種寄附金と、新型コロ
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ナウイルス感染症の影響等により、取りやめた事業

などの減額補正により生じた一般財源をそれぞれ表

のとおり、基金へ積み立てしようとするものでござ

います。 

２の補正額でございますが、（１）歳出予算は基

金積立金の合計で、１億4,279万3,000円を追加し、

１億8,788万6,000円にしようとするものでございま

す。 

財源は寄附金が591万8,000円、その他は減額補正

により生じました一般財源となり、１億3,687万

5,000円でございます。 

次に31ページ、（２）歳入予算でございますが、

全てが寄附金となっておりまして、591万8,000円

で、その内訳は記載のとおりとなっております。 

また寄付金の件数といたしましては、個人団体合

わせまして16件を受けております。 

説明については以上です。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですので、続きまして議案第13号中、納

税業務費、過年度還付金及び加算金についての説明

を求めます。 

○古田孝仁財政課長 議案資料１、35ページを御覧

ください。 

令和２年度一般会計補正予算中、賦課徴収費、過

年度還付金及び加算金について御説明申し上げま

す。 

１の補正の理由及び内容ですが、法人及び個人の

市民税と、固定資産税等において、賦課更正による

還付金等が増大したため追加補正するものです。 

法人市民税では、法人税割額を納付している法人

による更正の請求により還付が発生することが見込

まれること。 

個人市民税では、確定申告に合わせて、過年度分

の扶養控除の追加、医療費控除などの減額申請の申

告が行われ、還付が見込まれること。 

また、固定資産税においては、償却資産の過年度

分、減額修正申告が見込まれること、これらの理由

により、今後発生する過年度還付金及び加算金予算

に不足が生じることが見込まれるため、今回追加補

正を行うものです。 

２の補正額ですが、補正前の額が1,500万円に対

しまして、300万円を追加し、補正後の額は1,800万

円となります。 

財源内訳は、全額一般財源です。 

説明は以上です。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして議案第13号中、庁

舎及び公共施設の管理委託等契約債務負担行為補正

について説明を求めます。 

○古田孝仁財政課長 それでは議案資料の11ページ

を御覧願います。 

令和２年度一般会計債務負担行為の補正予算につ

いて御説明申し上げます。 

３の債務負担行為の補正のうち、一般会計一番上

の項目になります。 

庁舎及び公共施設等の管理委託等契約についてで

ございますが、こちらは清掃や警備などにおきまし

て、令和３年度、当初４月１日より履行が必要とな

るため、令和２年度中からの契約事務を取り進める

必要がございますので、債務負担行為を設定しよう

とするものでございます。 

期間につきましては、令和３年度の１年間で、限

度額を12億5,469万1,000円にしようとするものでご

ざいます。 

説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○川原田英世委員 毎年思うことがあるのですが、

１年間の管理委託契約料というのは、これだけ管理

するのにお金がかかるのだなといつも思っていたの

ですけれども、ここで内訳を聞いても大変なことに

なるのかなと思いながらなのですが、この委員会の

中でなくてもいいのですけれども、何か資料で、額

がちょっと大きくて、内容がわからないものですか

ら、どういうのにどれだけかかっているというのが

あればなと思うのですけれども。 

○古田孝仁財政課長 全て細かくというと、何百件

ということになりますけれども、代表的なところで

言いましては、庁舎の機械警備ですとか、警備に関

するものあと、個別に言いますと、庁舎とかそうい

うもの以外にも、等になっていますので、保育園と

かの委託契約ですとかそういうのも含まれています

ので、要は４月１日からやらないといけないものな

のだけれども、１日からの予算執行契約では間に合

わないというような、公共施設全般のものが含まれ

ておりますので、というような捉え方で、10億円と
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いう大きな額になりますけれども、あとコピー機の

リース料ですとか、そういう事務機器なんかも含ま

れてきます。 

そういうようなものになりますので、かなり大き

い件数というか、多い件数になってございますの

で、それで御理解いただければと思います。 

○川原田英世委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですので、お諮りいたします。 

議案第13号中、令和２年度網走市一般会計補正予

算中所管分、企画総務部関係分については、全会一

致により原案可決すべきものとして決定してよろし

いでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたしました。 

 

○立崎聡一委員長 次に、議案第26号北海道公設光

ファイバ整備推進協議会高度無線環境整備事業建設

工事請負契約の締結について説明を求めます。 

○高橋剛情報政策課長 それでは、議案資料２の

118ページ、資料13号を御覧願います。 

北海道公設光ファイバ整備推進協議会高度無線環

境整備事業建設工事請負契約の締結について御説明

いたします。 

契約の内容でありますが、現在、網走市内で整備

を進めております、光回線工事につきまして、北海

道内において、当市と同様に公設民営方式で整備を

行います、全12自治体で組織します、北海道公設光

ファイバ整備推進協議会と、工事を請け負います、

東日本電信電話株式会社との間で契約締結を行うも

のでございます。 

契約予定金額は、12自治体全体で76億4,148万

円、うち網走市分は８億6,570万円となり、議会の

議決に付すべき契約に関する条例に定める額に該当

いたしますことから、請負契約の締結に当たりまし

て、本議会の議決を得ようとするものでございま

す。 

工事完了予定日は、令和３年３月31日としており

ますが、国庫補助申請の際に、北海道及び北海道総

合通信局と協議した結果、３月契約であろうと、単

年度契約を行わなければならないとの原則論から、

一旦今年度末で契約を締結し、３月下旬に国から本

事業の繰越承認をいただいた後、工期を延長する変

更契約を締結いたします。 

なお、工事の概要につきましては記載のとおりで

ございます。 

説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですので、お諮りしたいと思います。 

議案第26号北海道公設光ファイバ整備推進協議会

高度無線環境整備事業建設工事請負契約の締結につ

いては、全会一致により原案可決すべきものと決定

してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたしました。 

それでは、ここで理事者入替えのため休憩いたし

ます。 

10分。 

午前10時57分休憩 

午前11時07分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

次に、議案第13号令和２年度網走市一般会計補正

予算中、観光商工部、農林水産部関係分の説明を求

めます。 

初めに、基金積立金、産業振興基金積立金（観光

振興係）について説明を求めます。 

なお、天都山展望台・オホーツク流氷館管理運営

事業、天都山展望台・オホーツク流氷館管理運営事

業についても関連しておりますので、併せて説明願

います。 

○大西広幸観光課長 議案資料１、32ページを御覧

ください。 

令和２年度一般会計財政調整基金費及び観光施設

費、天都山展望台・オホーツク流氷館使用料の減収

に伴う補正予算について御説明いたします。 

補正の理由及び内容についてですが、天都山展望

台、オホーツク流氷館の使用料収入が新型コロナウ

イルス感染症の影響によりまして、当初の想定を大

きく下回ることから、観光事業基金積立金の減額及

び財源補正をするものでございます。 

２の（１）補正額の歳出予算、①産業振興基金積

立金につきましては、オホーツク流氷館使用料収入

等から、管理運営費、管理運営委託経費を差し引い

た残額を、観光事業基金積立金として計上しており

ましたが、使用料収入等が管理運営委託経費等を下

回る見込みでありますことから、産業振興基金積立

金を全額減額補正するものであります。 
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補正前の額1,640万6,000円、補正額は使用料1,640

万6,000円全額の減額、補正後の額はゼロ円となり

ます。 

次に、②天都山展望台・オホーツク流氷館管理運

営事業につきましては、オホーツク流氷館使用料収

入の減額に伴いまして、財源が不足となりますこと

から、産業振興基金から繰入れする財源補正をする

ものであります。 

事業費に変更はございませんが、財源の使用料収

入を3,810万円減額し、減額分の3,810万円を産業振

興基金から繰入れするものでございます。 

33ページを御覧ください。 

（２）歳入予算につきましては、オホーツク流氷

館使用料収入の入館料が、補正前の額１億368万

円、補正額は5,016万円の減額、補正後の額は5,352

万円、テナント使用料は、テナント使用料の減額に

より収入減となりますことから、434万6,000円を減

額し、補正前の額600万5,000円、補正額は434万

6,000円の減額、補正後の額は165万9,000円となり

ます。 

産業振興基金繰入金につきましては、オホーツク

流氷館使用料収入減によります、財源補正財源不足

分の、3,810万円を繰入れし、補正前の額363万円、

補正額は3,810万円、補正後の額は4,173万円となり

ます。 

３のその他ですが、オホーツク流氷館使用料につ

きましては、7,470万6,000円の減収が見込まれてお

りますが、そのうち2,020万円につきましては、別

途令和２年度一般会計、特別減収対策債発行に伴う

補正予算についてとして、上程させていただいてお

ります。 

以上で説明終わります。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○川原田英世委員 予定していた額、補正前の額か

ら見ると、7,400万円ということで、７割以上減だ

ったと、入館料としての収入が減だったということ

での補正ということですが、これはコロナ禍なので

仕方ないのですけれども、これからリニューアルを

しようとしている中で、コロナ禍の影響も続きそう

なので、今後の計画にも大きく影響を、これは与え

ていくのだろうなと思うのですが、そこで、本来基

金に積むべきだったものが基金に積めなくて、さら

に基金から繰入れをしなければいけないという状況

になったということで、この基金の状況についてち

ょっと、今回リニューアルする時に、その基金を使

うということで積み立ててきたと思うのですけれど

も、そこにも影響を受けてくるのだと思うのです

が、基金の状況はどのような状況になっているので

しょうか。 

○大西広幸観光課長 産業振興基金につきまして

は、令和元年度末においてですね、約１億6,000万

円の残額がございました。 

それで、令和２年度につきましては、基本計画策

定業務で600万円、先日補正させていただきました

動画撮影業務で363万円、今回の3,810万円の基金の

繰入れをしまして、今現在で予定している令和２年

度末の残高につきましては、１億1,000万円程度と

いうふうに算定しております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

それで、この額というのは今、本来あるべき計画

との差というのは幾らくらいになるのでしょうか。 

○大西広幸観光課長 当初、リニューアルにかかる

費用につきましては、１億2,000万円程度というふ

うに考えておりましたので、今現在の決算見込みで

は、1,000万円ほど足りない状況になりますが、管

理運営委託料につきまして、上限を9,000万円とし

て計上させていただいた予算でございますが、受託

業者の経費節減等によりまして例年1,000万円程

度、減額での決算となっておりますので、その分、

基金の繰入れも減額になると思われますので、令和

２年度末で１億2,000万円程度の残額にはなるかな

と思っております。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして議案第13号中、基

金積立金、ふるさと寄附基金積立金について説明を

求めます。 

なお、商工業振興対策事業、おいしいまち網走Ｐ

Ｒ事業、ふるさと納税に係る業務委託契約債務負担

行為補正についても関連しておりますので、併せて

説明願います。 

○前田関羽観光商工部参事 議案資料１、34ページ

を御覧ください。 

令和２年度一般会計補正予算、ふるさと寄附基金

積立金及びおいしいまち網走ＰＲ事業について御説

明申し上げます。 

１、補正の理由及び内容ですが、ふるさと寄附金

の収入額が当初予算額を上回ることから、次の経費

を追加補正するものでございます。 
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まず、事業に係る謝礼品代、返礼品代について、

報償費として２億1,000万円、事業に係る送料及び

ウェブサイト等の業務手数料について、役務費とし

て１億3,600万円、ふるさと寄附金基金積立金とし

て３億5,400万円、合計７億円であります。 

２、補正額ですが、（１）歳出予算、①ふるさと

寄附基金積立金の補正額は、３億5,400万円で、財

源は全て寄附金でございます。 

次に、②おいしいまち網走ＰＲ事業の補正額は３

億4,600万円で、財源は全て寄附金でございます。 

（２）歳入予算ですが、補正前の額が13億円、今

回の補正額が７億円、補正後の額が20億円となって

おります。 

ふるさと寄附基金積立金及びおいしいまち網走Ｐ

Ｒ事業については以上でございます。 

続きまして、議案資料１の11ページ、資料４号を

御覧願います。 

補正予算の概要の３、債務負担行為の補正、一般

会計の２段目、ふるさと納税に係る業務委託契約に

ついて御説明申し上げます。 

ふるさと納税に係る業務委託につきましては、令

和３年度当初より対応が必要であることから、債務

負担行為を設定し、令和２年度中に契約事務を取り

進めようとするものでございます。 

なお、限度額は今後見込まれる寄附金が確定しま

せんので、契約による金額としております。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○川原田英世委員 ふるさと納税、毎度内容を伺っ

ていますが、このコロナ禍の状況にあっても、大幅

な増額だったということで、これは大変網走市とし

てうれしい限りだというふうに思うのですが、そこ

でちょっと確認したいのが毎度のことなのですけれ

ども、業務委託費の割合、業務委託費として支払っ

ている金額は全体の何割になるのでしょうか。 

○前田関羽観光商工部参事 委託費に関する御質問

でございますけれども、経費につきまして、一番大

きい割合を占めるのは返戻品でございまして、これ

はおよそ約３割という、総務省の基準を守ったもの

となっております。 

それに次ぐ経費としまして、サイト手数料の約

2.7億円、また送料の1.1億円というふうになってご

ざいます。 

割合で申し上げますと、サイト手数料のほうが全

体の13から14％というふうになってございます。 

○川原田英世委員 それでそのサイトによって、送

料がここにあるものと、送料が事業者持ちの部分と

分かれて、サイトによって違いますよね、確か。 

何か見ていると、年々送料の部分の割合が増えて

きていると思うのですけれども、そういう認識でよ

かったですか。 

○前田関羽観光商工部参事 まず送料のかからない

委託費に関するところでございますけれども、こち

らは、サイト間で若干異なるところがございます

が、サイト手数料と決済の手数料合わせて、これは

13から14％ということで、おおむねポータルサイト

間で大きな違いはないところとなっております。 

送料に関してでございますが、こちらにつきまし

ては、年々その寄附の件数と金額がどちらも増加し

ているところではございますが、寄附の件数のほう

がですね、パーセントで申し上げますと今年度のほ

うは約８割増、一方、金額のほうで申しますと、約

53％の増となっておりまして、このあたりの数字を

見ますと、比較的寄附金がまとまって大きくない額

が多くなっているところが特徴として挙げられるか

と思っております。 

したがいまして、寄附金の伸びに照らして、比較

的多くの返戻品の発送の事務が発生しているところ

が関係していて、送料の割合というのが少しずつ大

きくなっていくという面があるかと認識しておりま

す。 

○川原田英世委員 わかりました。 

利用する方もだんだん慣れてきたという、背景も

一つあって、選択肢が増えているのも合わせて、送

料分のコストというものも、ここにきているのかな

という気もちょっと僕はしたものですから、確認を

させていただきました。 

サイトが様々増えてきて、ユーザーが増えてきて

いることによって、この金額というのが本当は競争

の原理で、委託サイト委託費、業務委託費が減って

いけばいいのですけれども、現在そういう状況にな

いということで、実質的にはこの2.7億円が市外に

逃げていってしまっていると。 

せっかく寄附いただいているのに、それが市外に

逃げていっているというのは、非常に改善していく

必要が今後あるのではないかなというふうに思うの

ですが、その認識だけちょっと最後に伺いたいと思

うのですが。 

○前田関羽観光商工部参事 サイト手数料につきま



- 12 -  

しては、取り扱っていただいているポータルサイト

が確かに市外ということがございますので、支払い

はそちらへ発生しているというところはございま

す。 

一方で、ポータルサイトの力によって、網走市の

ことを全国的に知っていただけているというプラス

の面もあると考えております。 

現在ですね、直接寄附を申し込むということもも

ちろん可能なのですけれども、直接そのポータルサ

イトを介さずに、網走市に寄附の希望の相談が商工

労働課などに、担当課のほうにあって、市のほうか

ら寄附申込書を送付した件数というのが、実はあま

り、あまりといいますか、かなり少ない量になって

おりまして、例えば平成31年度であると、全体でそ

ういった相談から直接送付した件数は218件、今年

度につきましては、これ２月の中頃までの数ですけ

れども、令和２年度については236件となっており

ます。 

全体の寄附件数と照らしますと、いずれも１％未

満が直接御相談があっての寄附につながっていくと

いうところが、現況ございますので、このあたりを

見ますと、多くの寄附者の、全国の寄附者の方々に

とりましては、やはり各ポータルサイトが寄附の入

り口となっているというふうに認識しておりますの

で、この門というか、ポータルをですね、閉めてし

まうと、今せっかくつながりつつある寄附をいただ

いている方、全国にいらっしゃる方々との関係も断

ち切るリスクというのも出てくるかと考えておりま

すので、現時点では、有効にポータルサイトを活用

しながら進めていくことをしたいと考えているとこ

ろでございます。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして、議案第13号中、

商工業振興対策事業、あばしりオホーツク夏まつり

補助金ほか３事業について、一括して説明を願いま

す。 

○秋葉孝博観光商工部次長 議案資料42ページを御

覧ください。 

令和２年度一般会計補正予算、あばしり夏まつり

補助金ほか３事業につきまして、御説明申し上げま

す。 

１、補正の理由及び内容ですが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、事業執行が見込めないこ

とから、次の事業につきまして、減額補正するもの

でございます。 

初めに、①あばしりオホーツク夏まつり補助金で

は212万円を減額、②花火大会魅力アップ補助金で

は200万円を減額、③あばしり七福神まつり補助金

では、204万5,000円を減額、④オホーツク屋台村補

助金では、18万円を減額するものです。 

次に43ページ、２、補正額、歳出予算は記載のと

おり、各事業費の全額を減額するもので、４事業を

合わせまして、634万5,000円の減額、財源は全て一

般財源です。 

説明は以上です。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○石垣直樹委員 関連するかどうかわからないです

けれども、今年屋台村がなかったということで、実

は毎年屋台村が行われる前に、４条商店街の排雪が

行われているのですけれども、今回中止になったこ

とで、排雪が行われていないのですよね。 

その辺の何かこう手だてとか、そういうのは全く

検討とかされているのかどうか、教えてほしかった

のですけれども。 

○立崎聡一委員長 暫時休憩いたします。 

午前11時26分休憩 

午前11時27分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

石垣委員の質問による答弁から。 

○秋葉孝博観光商工部次長 排雪の状況ですが、中

央商店街、今振興組合のいわゆる４条通りのメイン

通りですけれども、基本的には組合が、自ら実施し

ている排雪の作業と、それから、道路管理者である

市が実施している排雪の２種類の排雪が例年行われ

ております。 

恐らく、今年につきましては、今ちょっと雪がか

なり降りましたけれども、これまでそれほど雪の量

が多くなかったということで、市のほうの、道路管

理者が実施する排雪については、まだ行われていな

い状況だと認識をしております。 

またそれに関連して、中央商店街振興組合自らの

排雪についても、今のところ行っていないという状

況だと認識をしております。 

○立崎聡一委員長 よろしいですか。 

他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして、議案第13号中、

新型コロナウイルス感染症対策事業、店舗等感染症
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対策支援補助金について説明を求めます。 

なお、繰越明許費補正が関連しておりますので、

併せて説明願います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 議案資料44ページを御

覧ください。 

令和２年度一般会計補正予算、店舗等感染症対策

支援補助金につきまして御説明申し上げます。 

１、補正の理由及び内容ですが、国の交付金を活

用し、実施しています本事業につきまして、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大に伴い、補助申請が増加

しているため必要な経費を追加補正するとともに、

今後も引き続き取組が必要であることから、事業費

の一部を翌年度に繰越しをするものでございます。 

２、補正額、（１）歳出予算は、1,000万円の追

加で補正後の額は4,000万円、財源は全て国庫補助

金でございます。 

（２）歳入予算は、記載のとおりでございます。 

３、繰越明許費は、事業費4,000万円のうち1,400

万円とし、財源は全て国庫補助金でございます。 

45ページ、４、事業の概要ですが、（１）補助対

象者は、市内に店舗、事務所、作業所等を有する事

業者、（２）対象経費は、換気扇の設置、非接触型

体温計や、パーテーションの購入経費など、記載の

とおりでございます。 

（３）補助率は５分の４、（４）限度額は１事業

者当たり20万円としております。 

説明は以上です。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○川原田英世委員 何点か伺いたいと思いますが、

補正が繰り返されて、それだけニーズが高い事業な

のだというふうに認識をしているのですが、それと

同時に事業者の側から、あれはだめ、これはだめと

言われたとか、そういういろんな情報が出てきてい

まして、その基本的な認識を伺っていきたいと思う

のですが、まず一つ目に聞いているのは、お客さん

向けの対策はいいのだけれども、職員向けの対策は

だめだと言われたというような話を聞いているので

すけれども、そういった状況になっているのでしょ

うか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 そのようなことはござ

いません。 

○川原田英世委員 では、店舗で飲食店等であれ

ば、お客さんの席の間仕切りだとかと同時に、職員

も感染しないように、職員の休憩所だとか、そうい

ったところの対応も、これにはよしとしているとい

うことで認識していいのでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 そのとおりの認識で

す。 

○川原田英世委員 まずその１点目はわかりまし

た。 

それと、対象となるコロナ対策の中身についてな

のですが、各自治体、ほかの自治体でも同様の事業

をやっていまして、聞こえてくるのはあの町でこの

対策はよかったのだけれども、網走はだめだとか、

そういった話が聞こえてくるのですけれども、何か

しらの基準があるのでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 それぞれの町でそれぞ

れの基準を持っているかと思いますが、今、説明を

しておりましたがその事業の概要のところにです

ね、対象経費として消耗品等はならないですよとい

うことと、具体例を挙げてですね、周知をしており

ます。 

対象外としてですね、お断りしているようなケー

スで具体例を挙げますと、例えば椅子ですとか、テ

ーブルのようなものを、例えばそこを入替えて、客

数を少なくしたいというような、そういうお話もい

ただいたケースがあるのですけれども、そうした具

体的なテーブルですとか椅子が直接ですね、感染症

対策には大きな意味ではなると思うのですけれど

も、直接的に判断できないものにつきましては、お

断りしているというケースがございます。 

○川原田英世委員 確かに、椅子、テーブルと言わ

れると、直接はというところになるのだというふう

に思います。 

それと同時に、いろんな新しい技術が出てきてい

て、それぞれの事業者が、コロナ対策に取り組んで

いる、ある意味成果なのだと思うのですが、果たし

てそこをどういった観点で、コロナ対策に有効か有

効ではないのかと判断するのかというのは、難しい

ジャッジのポイントだと思うのですけれども、そこ

の基準というのはどのようになっているのでしょう

か。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今委員おっしゃるとお

りですね、本当にコロナ対策になるかどうかという

のはですね、実際わからないというのがありまし

て、例えば、要望が１番多いのはですね、空気清浄

機でございます。 

ただ、これにつきましてその基準が果たしてどう

かっていうのは、私どもではやはりその判断ができ
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ませんので、これは販売のメーカーによってです

ね、コロナ対策ではなくて、除菌ですとか、そうし

た機能を持ち合わせているというところで、そうし

たものをうたっている製品についてはこれは認める

という形で、事前に電話をいただいてですね、その

型番を含めて確認をさせていただいて、補助対象に

しているというケースがございます。 

また一方で、内装ですとかそうしたもので、塗装

すればコロナに効くというような、今そういったも

のもあるのですけれども、そうしたものにつきまし

ては、施工後含めて私どもでは判断はできませんの

で、その辺は、例えば部屋を割るような間仕切り工

事をするですとか、換気扇のような目で見てわかる

ような、換気対策ができるようなものの工事につい

ては該当になりますというような、そうしたルール

で取り扱っております。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

○栗田政男委員 この事業は本当に、市民の皆さん

から評判のいい事業です。 

活用をされている方も多々いる。 

予算が20万円ということの限度額なので、それほ

ど大がかりなことはできないのですが、まだまだ周

知という部分では各企業さんも、とかくこういうこ

とになると飲食店とか、そういうものが中心になっ

ていきやすいのですが、一般の事業所等も、やはり

大人数の従業員さんを抱えているところなんかは、

例えば温度計の設定だとか、自動の消毒液の購入

等、まだまだ全域に行き渡っていないかなと思うの

ですが、その辺の認識はどうでしょうか。 

○秋葉孝博観光商工部次長 周知につきましては、

感染症の拡大の報道等の影響も見てですね、事業者

さんの皆さんの申込みが今増えているという状況

で、現在１月末の状況ですが、事業者としては209

事業者。 

これにつきましては、やはり事業者数から比べる

とまだ足りないのかなというのは認識はございま

す。 

一方その内訳なのですけれども、飲食サービスで48

事業者の皆様、次に多いのがサービス、これはいろ

いろあるのですが、美容室ですとか理容室、こうし

たサービス業で44件ですね。 

それから、卸売、小売で33件、製造業で15件、建

設業で15件、それから農林漁業でも12件というよう

になっていまして、分野につきましては、かなり幅

広い分野の方で御利用いただいているというような

認識をしております。 

その都度市から発出しますチラシでも載せさせて

いただいておりますし、今後社交飲食応援のお食事

券の事業も始まりますので、そうした事業者への通

知も合わせてですね、周知に努めてまいりたいと考

えております。 

○栗田政男委員 できるならばやはり周知徹底をし

っかりして、こういうときですから、市全体で事業

所を含めて取り組んでもらいたいと思うのですが、

どうもコロナというのがなお長期戦の様相を呈して

いるような気がしますので、特に飲食に関しては、

北海道の宣言は多分日曜日で解除になった時には、

やはり今度はある一定の制限がかかって、人数も制

限したり、言動も制限したりということで、飲食業

などを活用しなければいけないと。 

それもいつまでも活用しないわけにはいかないで

すし、やはり観光産業の大事な目玉でもあります

し、そういう中ではお店の環境、そういうコロナ対

策の環境が非常に大事なのですね。 

それに対応してないと、逆に入りづらいというよ

うな状況も生まれつつあります。 

私たちがほかの地域に今移動していないのでよく

わからないのですが、報道等を見ていると、やはり

各居酒屋さんもかなり多額の費用をかけて改修し

て、それに対応しているという現況がありますけれ

ども、そういう飲食店、特に食べ物と、どうしても

マスクを外して食べなければいけない、お酒も飲ま

なければいけないという環境の中で、原課としては

その辺の対応を今後どういうふうに考えているのか

を教えていただければと思います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 引き続き感染対策につ

きましては、事業者の皆さんもそうですし、私たち

市民一人一人も、引き続き取組が必要だと認識をし

ております。 

３月中旬から下旬に向けてですね、飲食店など先

に上程、議決いただいた事業、お食事券の事業も取

り組みを始めてまいりますので、改めて感染対策、

取り組んでいただきまして、事業を実施してまいり

たいと考えております。 

今のところ、はっきりまだしていないのですが、

３月８日以降黙食というようなことを、北海道のほ

うで求めたいというふうなことがありますので、あ

わせてそうした情報につきましても、周知をしなが

ら取り組んでまいりたいと考えております。 

○栗田政男委員 今後、やはりそういうことを対策
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というのか、市民の皆さんもかなり理解をしていた

だいて、気をつけながら利用されるような形になっ

てくると思います。 

そういう意味からもこの事業、本当に少額ではあ

るのでしょうけれども、その事業主体、１事業の事

業としては、意味のあるものだと思っていますし、

そういうことを含めて、今後、コロナと何とかつき

合いながら、経済の復活ということが必要なので、

そういうことも含めて、原課の作業なかなか大変な

部分も多いと思いますけれども、頑張ってやってい

ただきたいと思います。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして新型コロナウイル

ス営業継続支援事業、路線バス維持支援事業につい

て説明を求めます。 

○秋葉孝博観光商工部次長 議案資料46ページを御

覧ください。 

令和２年度一般会計補正予算、路線バス維持支援

事業につきまして、御説明申し上げます。 

１、補正の理由及び内容ですが、国の交付金を活

用し、感染症の影響を受けている市内バス事業者を

支援するため、必要な経費を追加補正するものでご

ざいます。 

支援路線は既存の補助対象路線で、常呂線をはじ

め記載の６路線で、主に運賃収入の減少に伴い補助

金を追加するものでございます。 

常呂線で300万円、小清水線で300万円、女満別空

港線で450万円、東京農大線で900万円、呼人線で

300万円、西山通り線で150万円、以上の６路線で、

計2,400万円を追加するものでございます。 

２、補正額（１）歳出予算は、2,400万円の追加

で、財源は全て国庫補助金でございます。 

（２）歳入予算は、記載のとおりでございます。 

説明は以上です。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○川原田英世委員 １点確認ですが、主に減収分と

いうことですけれども、実際にどれだけ減収が発生

していると認識しているのか伺います。 

○秋葉孝博観光商工部次長 今回支援するのは、既

存の補助メニュー、当初予算で毎年載っている他市

町村とを結ぶような路線ですとか、そうした路線が

対象で今回追加した2,400万円、それと当初予算で

は、事業名称でいきますと、生活交通路線維持対策

事業というのが当初予算にございます。 

それから地域コミュニティ交通対策事業というの

がございます。 

当初予算ベースで3,481万1,000円が、当初予算の

計上額で今回、コロナの要因が非常に大きいという

ことで、併せて対策として2,400万円を追加してお

りますので、合わせて、補正後の額ですが、5,881

万1,000円。 

これにつきましては、その減収額を補填するもの

でございます。 

主にと申し上げているのはですね、逆にその経費

単価が上がっているという事例もありまして、基本

的には、運賃収入が落ちているというところがメイ

ンというか、主な内容なのですが、この間、４月、

５月の緊急事態宣言においてはですね、運休も出ま

して、そうしたことでバスがあまり動かないという

状況が生まれました。 

逆に言うと、常呂線とか小清水線のような距離の

長いところはですね、その全体的な経費を案分して

経費を求めるというルールがこのバス事業にありま

すので、結果としてそちらのほうに経費が上がった

ということも生まれていますので、説明としては、

主なという説明をつけさせていただいたとこところ

です。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして、議案第13号中、

観光イベント開催支援事業、網走市オホーツク流氷

まつり補助金ほか５事業について一括して説明を求

めます。 

○大西広幸観光課長 議案資料１、47ページを御覧

ください。 

令和２年度一般会計観光振興費の補正予算につい

て御説明いたします。 

１、補正の理由及び内容についてですが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響によりまして、事業の執

行が見込めないことから、次の経費を減額するもの

でございます。 

①あばしりオホーツク流氷まつり補助金は790万

円の減額、②さんご草まつり補助金につきまして

は、54万円を減額するものであります。 

③国内観光キャンペーン事業につきましては、キ

ャンペーン等の中止に伴いまして、旅費16万7,000

円、需用費８万9,000円を減額するものでありま

す。 
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④オホーツク網走マラソン開催負担金につきまし

ては、通常のマラソン大会を中止しまして、on the 

webとして開催したことによります、事業費の縮減

に伴いまして、負担930万円を減額するものでござ

います。 

⑤友好都市マラソン交流・ＰＲ事業につきまして

は、天童市で開催されるラ・フランスマラソンでの

交流事業を予定しておりましたが、マラソン大会中

止に伴いまして、交流事業も中止となりましたこと

から、旅費24万6,000円、需用費20万円、役務費

8,000円、補助金15万円を減額するものでありま

す。 

48ページを御覧ください。 

⑥オホーツクシートゥーサミット開催事業につき

ましては、イベントの中止に伴いまして、一部ＰＲ

経費を除きました、負担金補助及び交付金135万円

を減額するものでございます。 

２、補正額、（１）歳出予算につきましては、①

あばしりオホーツク流氷まつり補助金790万円、②

さんご草まつり補助金54万円につきましては、財源

は全て入湯税となっておりまして、事業費全額の減

額となります。 

２事業ともに、補正後の額はゼロ円となります。 

③国内観光キャンペーンにつきましては、補正前

の額71万5,000円、補正額25万6,000円の減額、補正

後の額は45万9,000円となりまして、減額する財源

は全額入湯税となってございます。 

49ページを御覧ください。 

④オホーツク網走マラソン開催負担金は、補正前

の額1,230万円、補正額は930万円の減額で補正後の

額は300万円となります。 

減額する財源は全額一般財源となります。 

⑤友好都市マラソン交流・ＰＲ事業につきまして

は、補正前の額60万4,000円、財源は全て一般財源

で事業費全額の減額となりまして、補正後の額はゼ

ロ円となります。 

⑥オホーツクシートゥサミット開催事業は、補正

前の額300万円、補正額は135万円の減額で、補正後

の額は165万円となります。 

財源は国庫補助金42万5,000円、一般財源92万

5,000円の減額となります。 

（２）歳入予算につきましては、今回減額補正い

たしました事業の財源となっておりました、入湯税

につきまして、補正前の額1,768万6,000円、補正額

869万6,000円の減額、補正後の額は899万円となっ

ております。 

下段の地方創生推進交付金につきましては、補正

前の額250万円、補正額42万5,000円の減額、補正後

の額は207万5,000円となっております。 

以上で説明終わります。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○石垣直樹委員 イベントが中止されて減額補正だ

と思うのですけれども、オホーツクシートゥーサミ

ットに関しましては165万円残っておりますが、こ

れはどのような使い道となっているのでしょうか。 

○大西広幸観光課長 オホーツクシートゥサミット

につきましては、中止を決定しましたのが４月中旬

となっておりまして、それまでにＰＲに伴いますポ

スターですとか、チラシなどの作成ももう済んでお

りましたので、その辺の経費がもう既にかかってお

りましたので、この分の事業費として残っているも

のでございます。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

○松浦敏司委員 確認なのですけれども、補正額の

歳出予算ということで、①から③まで、財源につい

て入湯税とこういうふうになっているのですが、こ

の辺の関わりといいますか、なぜ入湯税というふう

になっているのか伺います。 

○川田昌弘副市長 財源の入湯税の関係なのですけ

れども、入湯税というのは目的税ということで、使

途については例えば生活環境、ごみの関係だとか、

観光振興に充てるというそういった目的税です。 

入湯税総額については観光振興費に網走市として

は充てているのですが、今回、入湯税が決算見込み

で減ると言ったときに、ではどこに、入湯税という

のは観光振興一般的に充てているのですが、どこの

事業に充てるかというのは、この補正予算を組む段

階で、明示しなければならないということで、便宜

上と言ったらなんですけれども、ここにこういう理

由で充てているということではなくて、総額収入見

込みが減ったわけですから、そこに対してどこで落

とすかという、予算編成上のことということで御理

解をいただければと思います。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして、議案第13号中、

新型コロナウイルス観光需要喚起対策事業、宿泊需

要回復促進事業について説明を求めます。 
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なお、繰越明許費補正が関連しておりますので、

併せて説明願います。 

○高井秀利観光商工部参事 議案資料１の50ページ

を御覧願います。 

令和２年度一般会計観光振興費、宿泊需要回復促

進事業の補正予算及び繰越明許費の設定について御

説明いたします。 

補正の理由及び内容についてですが、国の新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

し、市内宿泊施設が造成する長期滞在型プランの宿

泊代金の一部を助成することで、新型コロナウイル

ス感染症により激減している宿泊需要の回復を図る

ための経費を追加補正するものであります。 

追加補正の内容としましては、宿泊助成や広告掲

載などの業務委託料として、2,030万円を計上する

ものでございます。 

なお、年度内に事業の完了が見込めないことか

ら、事業費の一部を翌年度に繰り越すものでありま

す。 

次に、補正額の歳出予算は、補正前の額1,150万

円、補正額2,030万円、補正後の額3,480万円で、財

源は全額国庫補助金2,030万円でございます。 

歳入予算につきましては、こちらのとおりとなっ

ております。 

繰越明許費の内訳につきましても、記載のとおり

となっております。 

続いて、51ページを御覧願います。 

事業の概要についてですが、実施期間は４月19日

から12月31日までを予定しておりまして、事業内容

は６泊以上の長期滞在者の宿泊代金の５割、１日の

上限2,000円までを助成いたします。 

対象数は１万人泊、事業費は事務費を含めて

2,030万円です。 

事業費の内訳は助成原資2,000万円、事務費30万

円、合計2,030万円です。 

以上で説明を終わります。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

○川原田英世委員 何点か伺います。 

まず、長期滞在に限定した理由を伺いたいのです

が。 

○立崎聡一委員長 もう一度お願いします。 

〇川原田英世委員 長期滞在に限定した理由を伺い

たいのですが。 

○高井秀利観光商工部参事 宿泊助成につきまして

は、１月の臨時会で個人の宿泊助成についても実施

するということで、補正予算を組んでいただきまし

た。 

今回、長期滞在というのは、今の観光のスタイル

として、長期滞在によってワーケーションですと

か、テレワークというものの利用が促進できるとい

うことを考えまして、長期滞在というものを今回、

補正予算を上程させていただきました。 

○川原田英世委員 もくろみとしてよく理解できま

す。 

1,000人泊分ですけれども、長期滞在なので人数

でいくと、少し限られた想定になるのかなと思うの

ですけれども、このスキームというのは、予約サイ

トを通してなのかどういった形の流れを、前回のを

そのまま引き継ぐ形なのか、ちょっと流れを伺いた

いのですが。 

○高井秀利観光商工部参事 今回の長期滞在の助成

へのスキームでありますけれども、観光協会に委託

をいたしますけれども、観光協会のほうで参加する

宿泊施設を募集いただきまして、その参加していた

だく宿泊施設が、独自で宿泊商品を販売していただ

くと。 

その告知については、観光協会も一緒にお手伝い

して周知を図っていくという形でやっていこうと思

っております。 

そこで2,000円を値引いた商品を販売されますの

で、後ほど市のほうからその2,000円をお支払いす

りというという形になります。 

○川原田英世委員 はい、わかりました。 

宿泊代金（食事代を除く）と、この食事代を除く

というところがちょっと気になったのですけれど

も、これは何かしらの理由があるのでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 飲食代を入れてしまい

ますと、宿泊代金が上がってしまうということもあ

るのですけれども、安い料金で網走に泊まれるとい

うのをまず見せたいということが一つあります。 

それと、今年の７月から12月までやった長期滞在

のアンケートによりますと、長期滞在された方は市

内で飲食をされるという結果が出ておりますので、

そういった波及効果もありますので、除くというふ

うにさせていただきました。 

○川原田英世委員 そうなのだろうと思って伺った

のですが、となるとですね、僕としては、それを減

額してしまうよりも、2,000円分の食事券を提供し

たほうがいいのではないか、効果的なのではないか

と思うのですけれども、考えを伺います。 
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○高井秀利観光商工部参事 お食事券ということも

ありますけれども、宿泊される方が使われる経費と

言いますか、内容を確認しましたところ、お土産を

買ったりだとかということもありますので、食事に

限定したクーポンというのが適切かどうかというの

もありますので、まずは現金として値引きをして、

宿泊された方が使いたいことに使うということにし

ようというふうに考えたところでございます。 

○川原田英世委員 やっぱりその2,000円をそのま

ま引いてしまうだけというのはもったいないのです

よね。 

今言った理由であれば、商品券でいいと思うので

すけれども、いかがですか。 

○高井秀利観光商工部参事 商品券で2,000円分と

いうのが利用者に遡及できるかどうかというところ

も判断して、今回2,000円の現金でということで、

今回事業を進めたところでございます。 

○川原田英世委員 ＧｏＴｏトラベルの35％減額

で、15％商品券にしたというのも同じ議論だったの

ですよね、聞いているとですね。 

やっぱり地元への経済波及効果を考えると、引く

よりもプラスになるインセンティブを提供したほう

がいいのは明確だと思うのですよね。 

今の予定では、来年度はオリンピックもあります

し、いろんな意味で脱コロナの後の世界を、爆発的

に経済を活性化させないといけない状況にあること

は、共通認識だと思っているのです。 

となるとやっぱり、そのまま引いて、僕は引かな

くても、ある程度コロナの終わった世界を考えた

ら、長期滞在さんは来てくれると思うのですよ。 

それでいくと、やっぱり景気を底上げしようと思

うと、商品券だとか食事券とかのほうがずっといい

と、今の答弁聞いていても思うのですけれども、い

かがなのでしょう。 

○高井秀利観光商工部参事 直接お客様に2,000円

を払うわけではなく、2,000円を引いて安い商品を

作っていただいて、それを販売することで、網走市

に誘客を図るということも目的としてありますの

で、そういう見せ方で、網走だとものすごく安い宿

泊の長期滞在ができるのだという見せ方をするのが

一つの戦略ではないかというふうに思っておりま

す。 

○川原田英世委員 その考えもわかるのですけれど

も、せっかくだったら、より地域に経済効果がある

ほうがいいと思って聞いているのですが、ちなみに

そこの議論になったのでちょっと１点伺いたいので

すが、対象数でいくと１週間泊まったとしたら、

1,000人ちょっとは対象になるのかなと思うのです

けれども、例年でいくと、直近で長期滞在市内にし

ている方は何人ぐらいいるのでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 直近といいますか、今

回の７月から12月まで実施した昨年のですね、７月

から12月まで実施した長期滞在の対象者数が、約１

万3,200人泊で、実際に使われた方が954名という形

になっております。 

○川原田英世委員 コロナになってからの、前回の

長期滞在のやったときの結果ですよね。 

それ以外のコロナ前の数字というのはあるのでし

ょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 コロナ前に長期滞在と

いうような助成も実施しておりませんでしたので、

そういった集計をとっておりません。 

○川原田英世委員 集計がないということであれな

のですけれども、コロナ対策ということで前回の助

成をしたときには、それだけインパクトがあったよ

という成果だと思います。 

この事業の目的は、地域経済、観光業を救おうと

いうことから発するものと、新たに網走に来る人を

促そうということが目的だということでいいのです

よね。 

その確認です。 

○高井秀利観光商工部参事 委員おっしゃるとお

り、新たなお客様の誘客と、宿泊施設の宿泊者数の

底支えをする事業だというふうに考えております。 

○川原田英世委員 それで、もう１点確認なのです

が、これはＧｏＴｏラベルとの併用は可能というこ

となのでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 ＧｏＴｏトラベルとの

併用は想定しておりません。 

○川原田英世委員 ということは、ＧｏＴｏトラベ

ルを利用する方はこれを受けられないのですね。 

そういうことでいいのでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 ＧｏＴｏトラベルで長

期滞在ということがあまり想定されないということ

がありますけれども、まず長期滞在で安い商品を作

っていただくということが前提ですので、ＧｏＴｏ

トラベルの対象になってしまうと、支払いがゼロと

かということも出てきてしまう可能性もありますの

で、今回は長期滞在で半額の上限で2,000円までと

いうふうに設置させていただきました。 
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○川原田英世委員 ゼロならゼロでいいのだと思う

のですね。 

札幌市の夏割りとか、冬割りとかやりましたけれ

ども、あれはゼロ円というか、6,000円から対象で

5,000円を割り引いて、さらに2,000円の商品券が当

たるというのをやっていましたけれども、かなり好

評でしたけれども、つまり実質1,000円得するので

すよね。 

札幌に泊まるとね。 

そういうふうな制度もあって、僕はそれはそれで

いいのだと思います。 

それで活性化されるのであれば。 

併用できないということもちょっとよくわからな

いですし、目的としてあるのであれば、そのさっき

言った目的であればそういった市内経済を回すとい

う視点を取り入れた、商品券とかそういうほうがい

いと思うのですよ。 

いかがですか。 

○高井秀利観光商工部参事 ＧｏＴｏトラベルの併

用につきましては、１月の補正でお願いいたしまし

た、ＯＴＡを使ったところでＧｏＴｏトラベルの適

用もするということで、併用可能にするということ

で、ＧｏＴｏトラベルを使った事業も当然やります

し、今回の長期滞在に関しては、ＧｏＴｏトラベル

の併用は想定していないというところであります。 

○川原田英世委員 それで結局魅力を上げること

が、目的の達成が、少しインパクトが弱くなると思

うのですけれども、いかがお考えでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 昨年実施した７月から

12月までの長期滞在も、ＧｏＴｏは併用しておりま

せん。 

それで１万3,000人泊ということで、お泊まりい

ただきましたけれども、今回は10,000人泊というこ

とで、ＧｏＴｏ無しでも、この程度の方に利用いた

だけるのではないかという想定をしております。 

○川原田英世委員 ＧｏＴｏなしでもある程度の方

にお泊まりいただける、つまり値段ではないという

ことですよね。 

だから、安い商品を今作ろうとしているのに、値

段ではないと答えているのですよ。 

つじつまが合わないと思うのですけれども、いか

がですか。 

○立崎聡一委員長 休憩しますか。 

昼食のため休憩いたします。 

再開は午後１時。 

午後０時06分休憩 

午後１時00分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

川原田委員の質疑に対する答弁から。 

○田口徹観光商工部長 今回の長期滞在の商品なの

ですけれども、先ほどＧｏＴｏトラベルは対象にし

ないというお話をさせていただいたのですが、６泊

以上するということであれば、まとまった金額にも

なるということもありまして、ＧｏＴｏは使えます

ので、ホテルが登録していれば、ＧｏＴｏは対象の

商品にしたいというふうに考えております。 

訂正させていただきたいと思います。 

それと、今回長期滞在の商品につきましては、ホ

テルと観光協会がある程度話をしまして、ホテルの

価格から先に半額、最大2,000円を引いた価格を商

品として出すという形で考えておりますので、別途

クーポンで引くとか、クーポンを使って地域経済を

波及させるとか、そうではなくて、宿泊助成的な意

味合いを持った商品になるということで、御理解い

ただければというふうに思います。 

○立崎聡一委員長 よろしいですか。 

○川原田英世委員 わかったようで、ちょっとなか

なか難しいのですね。 

もう事前に宿泊商品を検討されている段階にある

ということだと思うのですが、つまり素泊まりでは

ないとダメなのですね、これね。 

素泊まりで１週間以上滞在で、そうなると一番安

くなると、素泊まりで１日、上限2,000円となると

すると、4,000円のプランがあったとしますと。 

６日間泊まるので、合計２万4,000円なのです

が、その２万4,000円がＧｏＴｏの対象になるので

はなくて、あらかじめもう既に2,000円引いてしま

うから、１万2,000円分がＧｏＴｏの対象になると

いうことで理解していいのでしょうか。 

○田口徹観光商工部長 今川原田委員のおっしゃっ

たとおりで、最初から引いた価格を商品として出し

ますので、１万2,000円という形になります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

そうなると、その国のほうのＧｏＴｏのほうで

は、商品券も入れて半額なので、6,000円が対象に

なるということなのですね。 

先ほど事業の目的の部分でちょっと触れていまし

たが、長期滞在の新規でやっぱり網走に来てもらう

人を、まずは目標なのだという答弁もあって、同じ

感覚です、同じ認識です。 
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やっぱり新しく今まで来たことない人だとか、網

走の観光の顧客になってもらってですね、そういっ

た取組は重要だと思っています。 

ただ、やっぱり引っかかるのは、前回連泊の事業

をやったときに利用している方は、結果的に一時ち

ょっと中間報告でいただいたときは、観光客ではな

かった、観光客もいたのでしょうけれども、観光客

の割合少なかったような答弁をいただいたと思うの

ですけれども、前回の連泊の時の商品の成果という

のはどうなっていますでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 昨年７月から12月に実

施した長期滞在のアンケート結果でありますけれど

も、一番多いのがやはり仕事という回答が一番多く

て500人程度、それと観光という方が350名程度回答

をいただいております。 

○川原田英世委員 先ほどのだと仕事、要するにそ

れは何ていうのかな、コロナによって、会社に通わ

なくても自宅で仕事ができる人が網走で休暇を楽し

みながらワーケーションする、目的の一つに入って

いました。 

そういった意味での仕事なのでしょうかね。 

それとも、公共事業なり何なり、そういった仕事

で、毎年のように来られている方たちがいますけれ

ども、そういった方たちなのでしょうか。 

どういう認識でしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 本年度実施したアンケ

ート結果、アンケート調査の中ではどういった滞在

かというその仕事の中でもその仕事の種類とかとい

うことまで踏み込んでいないので、仕事でいらっし

ゃった方がある程度いるところまでは把握しており

ます。 

それがワーケーションなのか出張なのかというの

は、そこまでの把握は今のところしておりません。 

ただ回数としては、今回が初めてという方が一番

多いパーセンテージで、今回のキャンペーンを利用

する前に網走に来たことがありますかという、アン

ケート調査では一番多いのが今回初めてという結果

は出ております。 

○川原田英世委員 どういった中身はわからないけ

れども、今回初めて網走に来ましたよと。 

長期滞在している方ですよということで、ある程

度の効果はあったのかなというふうな認識もできま

すけれども、ちょっと状況がまだ、俗に言うエビデ

ンスがまだちょっと少ないのかなという気が知ると

ころです。 

もう一度、これ、一番初めの問いに戻りますけれ

ども、ＧｏＴｏは併用できるということで、さらに

割引感、インパクトは大きくなったと思います。 

なので、利用する人のニーズにとっても、前回よ

りもさらに格安で網走に泊まれるのだ、長期滞在で

きるのだというメッセージ性は大きくなったと思う

のですが、やっぱりせっかくだったら、地域経済の

ことを考えて、地域で使うように商品券の2,000

円、そもそもしたほうがいいのではないのという、

そこの部分の考えも私は変わらないのですけれど

も、どうでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 地域クーポンというお

話でございますけれども、この度の事業につきまし

ては、宿泊需要の回復ということがまずメインの目

的でありますので、その宿泊需要を回復する際に、

どういった手法がというところを、観光協会、宿泊

施設の方とお話をさせていただきました。 

その際に、宿泊需要の回復であるので、クーポン

の配布ではなくて、まずは2,000円を引いた安い商

品を見せたいというようなお話をいただきましたの

で、そういったスキームで今回事業を組み立てさせ

ていただきました。 

○川原田英世委員 安い商品を見せたいということ

なのですよね。 

連泊でということで、連泊の取り扱いはＯＴＡ等

はあまりないから、ホテルが直接消費を取り扱うと

いうことなのですよね。 

となると、新規の開拓につながらない、既存でも

う来ている人だとか、既存にホテルにダイレクトに

予約する人と言ったら、相当この時代限られている

と思うのですよね。 

となると、またちょっとさっき聞いていた答弁

が、あれれとなってしまうのですよね。 

わかりますかね、僕の言っている意味。 

○高井秀利観光商工部参事 先ほどの繰り返しにな

りますけれども、今回が初めてこのキャンペーンを

使って網走に来たという方が一番多かったという結

果もありますので、宿泊施設の情報発信、観光協会

の情報発信である程度の新規のお客様も掴めたので

はないかというふうに判断しておりますので、当然

ＯＴＡも考えたのですけれども、ＯＴＡでは長期滞

在というようなクーポンというのが、発行するスキ

ームがないというお話もいただきましたので、今回

このような形でやるというふうに考えました。 

○川原田英世委員 ますますわからなくなってきま
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した、僕には。 

つまりはもう直接宿に予約をする人限定、そして

そうなるとこの事業は、宣伝というのはそれぞれの

宿泊店で自由にやってくださいと、統一した宣伝は

しないと、そういうことになるのですか。 

○高井秀利観光商工部参事 当然宿泊施設のほう

で、商品を販売する努力はしていただきますけれど

も、観光協会のホームページでもＰＲさせていただ

きまして、その状況に応じて、今回、事務費30万円

と説明させていただきましたけれども、その中でＳ

ＮＳ等の情報発信というのも検討しておりますの

で、そういうものを使いながら、網走の印象を高め

て１万人泊というふうに目標に設定したところでご

ざいます。 

○川原田英世委員 別の議論では、ＯＴＡにあまり

頼り過ぎるのはどうなのだということもしています

から、あまり言いづらいのですけれども、ただ、こ

ういった新規を獲得しようと思うときは、やっぱり

ＯＴＡの活用というのは、僕は必須だと思っている

のですけれども、それをしないで、さっき言ったツ

ールで広報はしていくのだと。 

でもそうなると、新規の方というのは限られると

思いませんか。 

○高井秀利観光商工部参事 当然新規の方を増やす

ということも大きな課題でありますけれども、既存

の網走ファンという方もいらっしゃったりしますの

で、あと、東北海道を訪問する方というのを、いろ

んな調査結果によってヘビーユーザーに支えられて

いるというところがありますので、そういった方に

また来てもらうということも含めて、新規の方、リ

ピーターの方も含めて、こういった商品を使ってい

ただくというふうに考えております。 

○川原田英世委員 思いはわかるのです。 

思いはわかるけれども、もっといいやり方あるよ

ねと言っているのですよね。 

なので今のでいくと、自分のところでも売りなが

ら、ＯＴＡにも参画しながら、4,000円の素泊りプ

ランを売っていけばいいのですよね。 

そして2,000円分の商品券を、その宿泊先で渡せ

ばいいだけなのですよね。 

もっと簡単に、もっと効果的なことができるよと

いうことを言っているのですけれども、どうです

か。 

○高井秀利観光商工部参事 そういう手法もあるか

もしれませんけれども、観光協会と宿泊施設の方と

話をしたところ、やはりクーポン券を配るという、

印刷するクーポンを使える事業者を募集する、精算

するとかというそういう作業も発生しますので、そ

ういうことを考えると、まずは宿泊需要を回復させ

るっていうメインの目的でいきますと、2,000円引

いた商品を見せて、宿泊施設が売りやすいようにし

たいのだというところがありました。 

○川原田英世委員 わかりません。 

全くわかりません。 

今言っていたのは準備に時間が要するということ

ですよね、要するにですね。 

準備に時間が、いろいろと登録を各飲食店に求め

たりとかして、整理しないといけないから、準備に

時間がかかるから、とりあえず即効性のある、すぐ

できることを観光協会と一緒に考えついたのだと。 

でも、飲食店のいろんな支援策で、大体そういっ

た飲食店の情報とかそういうのは持っていますよ

ね。 

そういうのを活用できないですか。 

○高井秀利観光商工部参事 繰り返しになりますけ

れども、宿泊需要回復という目的が大きなメインで

ありますので、そこでそのスキームをどうしたらい

いかという相談をしたときに、こういう手法がいい

のではないかという話で、こういった結論になった

ところでございます。 

○川原田英世委員 いろいろ議論してもあれなので

すけれども、宿泊需要はこれで伸びますか。 

この減額にして、ＧｏＴｏも合わせたことによっ

て、宿泊需要は伸びるのでしょうか。 

○高井秀利観光商工部参事 宿泊需要が伸びるとい

うか、宿泊の底支えをこの事業でしたいというふう

に考えております。 

１万泊をまずは確保するみたいなイメージでござ

います。 

○川原田英世委員 まずは、宿泊確保すると。 

考えはわかったのですけれども、私はやっぱり納

得いかないのですが、修正を求めたいなとは思って

いますけれども、他の議員の御意見も聞いていただ

ければなと思うのですが。 

どうですか。 

○立崎聡一委員長 他に。 

暫時休憩いたします。 

午後１時13分休憩 

午前１時26分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 
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川原田委員の質疑の答弁から。 

○田口徹観光商工部長 再度の繰り返しになってし

まうかもしれませんけれども、今回はあくまでも旅

館に対して助成することによって、価格の安価な商

品で長期滞在を促すと。 

それで、昨年もうたいましたけれども、１週間で

約１万円強で泊まれるとか、そういう魅力あるＰＲ

もできますし、また、今回先ほど訂正させていただ

きましたけれども、ＧｏＴｏキャンペーンが使える

ということで、価格のうちの15％の地域クーポンも

発行する形になりますので、何とかこの形で取り組

みさせていただきたいというふうに考えておりま

す。 

○立崎聡一委員長 よろしいですか。 

他の委員の御意見ございますでしょうか。 

○石垣直樹委員 答弁と質疑を聞かせていただきま

したけれども、昨年同様の事業があったときに正

直、６泊する方がそんなにいるのかなというのが疑

問であった事業だったのですけれども、結果的に予

想以上の反響があって、追加の補正もされた事業だ

ったと思います。 

そういった昨年の実績、また宿泊事業者の声をい

ただいての事業というところで、さらには事業実施

に当たる手数料、30万円という価格というところ

で、私は原案に賛成するという意見を持っていま

す。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○川原田英世委員 るる議論をさせていただいて、

ＧｏＴｏも取り入れて実施するということで、最安

で１泊1,000円で泊まれるような、ＧｏＴｏと合わ

せると、形になるということですね。 

これでいけばですね。 

4,000円のプランだったらということだと思いま

すけれども、ということで、インパクトは大分出て

きたのだというふうに思います。 

ただ、私が言っていたのは、宿泊喚起と同時に、

合わせ技で飲食店だとかそういった地域経済にも取

り込むプラスアルファをどうなのだろうという意見

を述べさせていただきました。 

質疑の中では観光協会、宿泊施設からの意見は聞

いているということでしたけれども、あわせてやっ

ぱりこれから次の手をですね、さらに打っていくと

きには、市内全体も幅広く見渡しながら、策を考え

ていってほしいなというふうに思いますので、その

ことだけお願いをさせていただいてと思います。 

以上です。 

○立崎聡一委員長 他に質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして、議案第13号中、

新型コロナウイルス観光需要喚起対策事業、鉄道・

都市間バス利用型観光客誘致促進事業について説明

を求めます。 

なお、繰越明許費補正が関連しておりますので、

あわせて説明願います。 

○高井秀利観光商工部参事 議案資料１の52ページ

を御覧願います。 

令和２年度一般会計観光振興費、鉄道・都市間バ

ス利用型観光客誘致促進事業の補正予算及び繰越明

許費の設定について御説明いたします。 

補正の理由及び内容についてですが、国の新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

し、ＪＲ北海道が販売するひがし北海道フリーパス

の所有者の宿泊、都市間バスと宿泊がセットになっ

た、パック商品への助成により、石北本線、釧網本

線及び都市間バスの利用促進と、観光客の誘客促進

を図るための経費を追加補正するものであります。 

追加補正の内容としましては、広告掲載などの販

促費100万円、ひがし北海道フリーパス所有者、都

市間バス利用者への助成に係る補助金100万円、合

計200万円を計上するものでございます。 

なお、年度内に事業の完了が見込めないことか

ら、事業費の全額を翌年度に繰り越すものでありま

す。 

次に、補正額の歳出予算は、記載のとおりで、財

源は全額国庫補助金200万円でございます。 

歳入予算につきましては、記載のとおりとなって

おります。 

繰越明許費の内訳につきましても、記載のとおり

となっております。 

続いて、資料53ページを御覧願います。 

事業の概要についてですが、まず初めに、①のひ

がし北海道フリーパス所有者への助成ですが、実施

期間は令和３年４月から令和４年３月までを予定し

ておりまして、事業内容はＪＲ北海道がピーチアビ

エーション及びエアドゥと提携して販売する、ひが

し北海道フリーパス所有者の宿泊代金の一部、１名

当たり2,000円を助成いたします。 

対象数は250名で、事業費は50万円です。 

次に、②都市バス利用者への助成ですが、実施期

間は同じく令和３年４月から令和４年３月まで予定
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しており、事業内容は、旅行会社が販売するドリー

ミントオホーツク号を利用し、網走市内に宿泊する

パック型旅行商品の代金の一部、１名当たり2,000

円を助成いたします。 

対象数は250名で、事業費は50万円です。 

次に③の事業実施に係る広告宣伝ですが、実施時

期は①、②の取組状況に応じて判断し、情報発信を

いたします。 

事業内容は、ひがし北海道フリーパスについて

は、ピーチメールマガジンの告知、ドーリーミント

を利用したパック商品については、ＳＮＳ等のデジ

タルプロモーションを実施し、事業費は100万円で

ございます。 

以上で説明を終わります。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして議案第13号中、畑

作振興対策事業、産地生産基盤パワーアップ事業補

助金について説明を求めます。 

○佐藤岳郎農林課長 それでは議案資料の１冊目

の、資料４号36ページを御覧いただきたいと思いま

す。 

令和２年度一般会計農業振興費、産地生産基盤パ

ワーアップ事業補助金の補正予算についてでありま

すが、１、補正の理由及び内容については、畑作の

輪作体系の確立及び生産基盤強化に向け農業団体な

どが行う、農業機械の導入に対して補助するため、

次の経費を追加補正するものです。 

事業内容といたしましては、次の37ページの取組

主体別事業内訳を、併せて御覧いただきたいと思い

ますけれども、国の補助事業を活用して、事業費の

２分の１を上限として、今回18件に対して助成する

ものとなっております。 

１番から６番については対象品目が豆類となって

おりまして、今後需要が見込まれる品種への転換を

成果目標として、小豆の作付面積を10.2ポイント増

加する計画となっており、表中にございますプラン

ターやコンバインなど、小豆の生産に関する農業機

械の導入に対して、助成を行う内容となっておりま

す。 

また、７番から18番については、対象品目がバレ

イショとなっておりまして、バレイショの生産基盤

強化のため、抵抗性品種への転換を成果目標とし

て、作付面積72.1ポイント増加する計画で、表中に

ございます、カルチ、プランター、ハーベスターな

どバレイショの生産に関する農業機械の導入に対し

助成を行うものとなっております。 

以上で対象品目の合計18件、導入機械の合計が32

台で総事業費２億1,700万6,900円に対し、9,863万

7,000円の助成を行うものとなっております。 

２の補正額につきましては、歳出、歳入ともに記

載のとおり、9,863万7,000円を補正するものであり

まして、財源につきましては全額道補助金でありま

す。 

施設については以上です。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですので、続きまして、議案第13号中、

畑作振興対策事業、農業経営基盤確立事業補助金に

ついて説明を求めます。 

○佐藤岳郎農林課長 続いて、同じく議案資料の１

冊目の、資料４号の38ページを御覧いただきたいと

思います。 

令和２年度一般会計農業振興費、農業経営基盤確

立事業補助金の補正予算についてでありますが、１

の補正の理由及び内容につきましては、生産基盤の

確立やさらなる発展を目的とした、意欲ある農業経

営体の機械導入に対して補助するため、次の経費を

追加補正するものです。 

事業内容といたしましては、国の補助事業を活用

し、当市の作成する人・農地プランにおいて、中心

的形態として位置づけられております２件の事業主

体に対し、事業費10分の３以内、１事業主体当たり

300万円を上限として助成するものとなっておりま

して、１件目は株式会社岩本牧場で、バタフライモ

アコンディショナー１台、２件目が農事組合法人石

川組合で、トラクターを導入する計画となっており

まして、この計画の実施により付加価値額とあと経

営面積が拡大して、生産基盤の発展、確立が図られ

るものとなっております。 

この２件、合計で事業費1,806万2,000円に対し、

492万6,000円の助成を行うものとなっております。 

２の補正額につきましては、歳出歳入ともに記載の

とおり、492万6,000円を補正するものでありまし

て、財源につきましては全額道補助金であります。 

説明については以上です。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして議案第13号中、道

営土地改良事業関係費、網走中部北地区担い手支援

畑総事業分担金ほか、５地区についての説明を求め

ます。 

なお、繰越明許費の補正が関連しておりますの

で、併せて説明願います。 

○佐藤岳郎農林課長 それでは、引き続きまして、

議案資料の同じ１冊目の資料４号、39ページを御覧

いただきたいと思います。 

令和２年度一般会計農業農村整備費、網走中部北

地区担い手支援畑総事業分担金ほか５地区の補正予

算について説明させていただきます。 

１の補正の理由及び内容につきましては、道営事

業で行っております各地区の事業調整、それから網

走西部川向地区の明渠排水溝が国の補正予算、防災

減災事業の該当となったということで、道への分担

金を補正するものとなっておりまして、６地区の合

計で1,438万9,000円を補正するものであります。 

また、本年度内に事業の完了が見込めないことか

ら、事業の一部を翌年度に繰越しをするものであり

ます。 

２の補正額につきましては、歳出予算につきまし

ては、補正前が２億9,891万2,000円、補正額1,438万

9,000円、補正後の額が３億1,330万1,000円、財源内

訳を記載のとおり、追加及び財源補正するもので、

次の40ページになりますけれども、（２）の歳入予

算につきましては、記載のとおりとなっておりま

す。 

また、３の繰越明許費の内容といたしましては、

翌年度繰越額1,088万円で、財源内訳は市債が1,100

万円、一般財源が78万円です。 

説明については以上です。 

失礼いたしました。 

市債が1,010万円で、一般財源が78万円でござい

ます。 

以上です。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○松浦敏司委員 ちょっと確認といいますか、六つ

の地区の中で、減額になっているところあるいは増

額になっているところ、特に平和地区であれば、飛

び抜けて増額というのか補正になっているわけです

が、この辺の関わりについて伺いたいと思います。 

○佐藤岳郎農林課長 この地区ごとの増減につきま

してですけれども、一つがジャガイモシロシストセ

ンチュウの影響ですとか、あとは農業者の希望も中

にありますけれども、そういった事業、耕種ごとの

ですね、事業調整を行って、進捗の進んでないとこ

ろは減らして、もっとできるところについては、増

やしていくということで事業調整をしているもので

ございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして議案第13号中、新

型コロナウイルス感染症対策事業、外国人技能実習

生等出入国支援事業について説明を求めます。 

○渡部貴聴水産漁港課長 それでは議案資料１の41

ページを御覧ください。 

令和２年度一般会計補正予算、水産業総務費、外

国人技能実習生等出入国支援事業について御説明い

たします。 

１の補正の理由及び内容でありますが、国の新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活

用しまして、感染症により外国人技能実習生の出入

国に係る経費が増大している事業者を支援するもの

でございます。 

２の補正の額でありますけれども、歳入歳出予算

としまして、外国人技能実習生等出入国支援事業と

しまして、420万円を追加するものでございます。 

歳出歳入予算につきましては記載のとおりとなっ

てございます。 

３の事業の概要なのですけれども、給付対象者は

市内に事業所を有する事業者で、令和２年７月29日

以降に出入国をした、外国人技能実習生等を受け入

れている事業者が対象となります。 

給付金の額は、出入国した外国人技能実習生等、

１人につきまして３万円でございます。 

以上です。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○山田庫司郎委員 大変いい支援だというふうにち

ょっと思います。 

それでちょっとお聞きしたいのはですね、これは

事業者にということの支援のようですが、実際は出

入国をする際ですね、本人の負担もあるのか、それ

とも大体事業者が持っているのか、そういうちょっ

と実態は私もわからないものですから、事業者に渡

すということで問題ないのかどうか、ちょっとお聞
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かせいただければと。 

○渡部貴聴水産漁港課長 経費についてなのですけ

れども、技能実習生等が出入国する場合の渡航費

用、それからＰＣＲ検査等につきましては、基本的

に受入事業者が持つこととなっております。 

今回のこの事業ですね、検討する中におきまし

て、聞き取りを行いました結果、やはり新型コロナ

ウイルスの関係で、航空機の減便により経費がかさ

む、直行便がない、公共交通機関が利用できない等

のですね、それから14日間のレジデンストラック等

様々な場面で出費が増えていると。 

そしてそれは全て受入事業者に負担になっている

ということで、このような事業を検討させていただ

きました。 

○山田庫司郎委員 確かに、本当にこのコロナの関

係で、非常に渡航と言いますか、その運賃が非常に

上がっていると。 

こういうことも私も耳にしていまして、今、課長

から言われたように、事業者に金額はちょっと別に

してですよ、３万円を一応支援するということは、

非常にいいことかなというふうにちょっと思いま

す。 

ただ、今水産の立場でちょっとお話がありますけ

れども、実習生は農業のほうにはいないのかどうか

なのですが、水産課長に聞くのは大変申し訳ないの

ですが。 

その辺は、今回は農業者というのは、対象になら

ないということでいいのか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 当該事業につきまして今

御指摘ありましたように、水産関係が非常に多いの

で当課で所管してございますけれども、当然です

ね、当市につきましては今把握している中では、食

肉関係、それから農業関係にもございますので、そ

こは全て当課で所管をして、全て一律で助成させて

いただきたいというふうに考えております。 

○山田庫司郎委員 そしたら確認させてもらいます

が、水産業総務費ということの支出ですけれども、

農業者、または畜産関係にもですね、こういう対象

者がいれば対応していくということでよろしいです

か。 

○渡部貴聴水産漁港課長 そのとおりでございま

す。 

○山田庫司郎委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○松浦敏司委員 ちなみにですね、水産関係が一番

多いのはわかっているのですけれども、食肉関係、

それから農業というふうになっていますが、おおよ

その人数というのは把握しているのでしょうか。 

○渡部貴聴水産漁港課長 すみません、ちょっとで

すね、今実際に受け入れられている全体の人数は持

ち合わせてございません。 

ただ、全体の人数なのですけれども、全体の人数

では約260名です。 

ただ、その中でですね、今ちょっと手元に農業関

係が何人というところまでは持ち合わせございませ

ん。 

すみません、よろしいですか。 

農業は４名となっています。 

○松浦敏司委員 相当、食肉関係も増えているみた

いですね。 

私の隣の家にも外国人の人が住む寮にすると、空

き家なのですけれども、そこを寮にするというよう

なお話も関係者から言われて、そんなに今増えてい

るんだというようなことで、水産関係ではなく、や

はり食肉関係で相当増えているのだなというふうに

思っております。 

いや、とりあえずわかりました。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

○石垣直樹委員 参考までに教えてほしいのですけ

れども、コロナによる外国人技能実習生の出入国に

かかる経費が増えたというところで、今回３万円と

いうところですが、増えた費用の何割がこの３万円

に当たるのですか。 

おおよそで構いません。 

○渡部貴聴水産漁港課長 何割というのはですね、

なかなか帰国するときの飛行機の状況とかで変わる

ので、それはなかなか難しいのでそこまで実は考え

てございませんので、３万円というのはあくまでも

支援金という認識で考えてございます。 

今回についてはですね、入国に対しましては、入

国時に今まではですね、そのまま直接千歳空港に一

般的には入りまして、そこから各事業所のある網走

まで来て、そこで入国時の研修を行っていたのです

けれども、現在それが14日間のレジデンストラック

が、今ちょっと緊急事態で中止していますけれど

も、レジデンストラックで14日間、東京のホテルに

いなければならないのですけれども、そのときに遠

隔で研修を行いますので、その費用が大体１人６万

円程度かかるということ。 

それと、空港から宿泊施設までの交通費というも
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のを考えまして、３万円というふうにしてございま

す。 

出国につきましては、出国前のＰＣＲ検査費用が

必要となりますので、ＰＣＲ検査もどこでも受けて

いいというわけではなくて、国によりましては、指

定された機関でですね、出国の72時間前に受けなけ

ればならないと規定がございますので、そのあたり

を勘案しまして、３万円という支援金を決定してご

ざいます。 

○立崎聡一委員長 よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですので、ここでお諮りしたいと思いま

す。 

議案第13号、令和２年度網走市一般会計補正予算

中所管分、観光商工部、農林水産部関係分について

は、全会一致により原案可決すべきものと決定して

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたしました。 

 

○立崎聡一委員長 次に、議案第16号令和２年度網

走市能取漁港整備特別会計補正予算について説明を

求めます。 

○渡部貴聴水産漁港課長 議案資料１の11ページ、

資料４号の表３、債務負担行為の補正、会計欄の４

段目を御覧ください。 

能取漁港整備特別会計でございますが、令和３年

度から令和５年度分にかかります、能取汚水処理施

設維持管理業務委託につきまして、令和２年度中に

契約事務を取り進める必要がありますことから、債

務負担行為を補正しようとするものでございます。 

債務負担行為の限度額につきましては、３年間で

683万1,000円でございます。 

以上です。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようなので、ここでお諮りしたいと思いま

す。 

議案第16号令和２年度網走市能取漁港整備特別会

計補正予算については、全会一致により原案可決す

べきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたしました。 

 

○立崎聡一委員長 次に、議案第25号網走市麦類乾

燥調製貯蔵施設条例の一部改正について説明を求め

ます。 

○佐藤岳郎農林課長 それでは、議案第25号網走市

麦類乾燥調製貯蔵施設条例の一部を改正する条例制

定について、御説明申し上げます。 

議案資料の２冊目の資料12号、117ページを御覧

いただきたいと思います。 

改正の趣旨及び内容についてですが、国の補助事

業を活用し、麦類の処理施設の集約化や受入体制の

強化を図るため、新たな麦類乾燥調製貯蔵施設を整

備することに伴い、設置位置の追加と、その他文言

について議案資料に記載のとおり、当該条例の所要

の改正を行うものです。 

この条例の施行期日につきましては、令和３年４

月１日から施行しようとするものでございます。 

説明については以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

お諮りいたします。 

議案第25号網走市麦類乾燥調製貯蔵施設条例の一

部改正については、全会一致により原案可決すべき

ものとして決定してよろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたしました。 

それでは、ここで理事者入替えのため休憩いたし

ます。 

10分。 

午後１時54分休憩 

午後２時04分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

次に、議案第13号令和２年度網走市一般会計補正

予算中、建設港湾部関係の説明を求めます。 

初めに、道路照明設置事業、道路照明ＬＥＤ化事

業について説明を求めます。 

なお、繰越明許費が関連しておりますので、併せ

て説明願います。 

○石井公晶都市管理課参事 それでは、議案資料の

１、54ページを御覧ください。 

令和２年度一般会計道路橋梁費補正予算、道路照

明ＬＥＤ化事業の歳入歳出予算の補正と繰越明許費

の設定について御説明いたします。 

補正の理由及び内容でありますが、照明の設置環
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境によって、想定していた工事内容に変更が生じた

ことに伴い、工事費が減少したため、工事費2,100

万円を減額補正するものであります。 

また、年度内の事業完了が見込めないことから、

事業費の一部を翌年度に繰り越しするものでありま

す。 

補正額でありますが、歳出予算については、補正

前の額が４億2,000万円で、補正額が2,100万円の減

額、補正後の額が３億9,900万円となり、財源内訳

は記載のとおりであります。 

歳入予算についても記載のとおりであります。 

繰越明許費の内訳についてでありますが、事業費

３億9,900万円のうち、１億3,000万円を翌年度に繰

り越しするものであります。 

繰越額の財源内訳は記載のとおりであります。 

説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして、議案第13号中、

雪対策事業、ロードヒーティング整備事業について

説明を求めます。 

なお、繰越明許費補正が関連しておりますので、

併せて説明願います。 

○立花学都市整備課長 議案資料１の55ページを御

覧ください。 

令和２年度一般会計道路橋梁費補正予算、ロード

ヒーティング整備事業の歳入歳出予算の補正と、繰

越明許費の設定について御説明いたします。 

補正の理由及び内容でありますが、緊急自然災害

防止対策事業債を活用し、ロードヒーティングの路

面及び制御盤の更新整備を行うため、工事費１億

300万円を追加補正するものでございます。 

また、事業の完了が見込めないことから、事業費

の一部を翌年度に繰り越しするものでございます。 

補正額でありますが、補正前の額が１億円、補正

額が１億300万円を追加し、補正後の額が２億300万

円となり、財源内訳及び歳入予算については記載の

とおりでございます。 

繰越明許費の内訳でありますが、事業費２億300

万円のうち、翌年度繰越額は１億300万円で、財源

内訳は記載のとおりでございます。 

また、予定しております施工箇所につきまして

は、56ページに記載の位置図を御参照願います。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして、議案第13号中、

道路整備事業、道路ストック修繕事業について説明

を求めます。 

なお、繰越明許費補正が関連しておりますので、

併せて説明願います。 

○立花学都市整備課長 議案資料１の57ページを御

覧ください。 

令和２年度一般会計道路橋梁新設改良費補正予

算、道路ストック修繕事業の歳入歳出予算の補正

と、繰越明許費の設定について御説明いたします。 

補正の理由及び内容でありますが、国の第三次補

正予算を活用し、道路附属物の安全点検を行うた

め、委託費700万円を追加補正するものでございま

す。 

また、事業の完了が見込めないことから、事業費

の一部を翌年度に繰り越しするものでございます。 

補正額でありますが、補正前の額が670万円、補正

額が700万円を追加し、補正後の額が1,370万円とな

り、財源内訳及び歳入予算については、記載のとお

りでございます。 

繰越明許費の内訳でありますが、事業費1,370万

円のうち、翌年度繰越額は700万円で、財源内訳は

記載のとおりでございます。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○松浦敏司委員 ここで道路附属物とはどんなもの

なのか、そして今回、安全点検を行うということな

のですが、どういった内容なのか伺います。 

○立花学都市整備課長 道路附属物につきまして

は、いろんな附属物がございますけれども、今回、

点検を行うのは、案内看板の点検を行うものでござ

います。 

これまでに門型標識と言われております、大きな

看板を掲げている門型標識、これは山下通りにある

のですけれども、この点検が終了している状況でご

ざいます。 

照明であるとか、ガードレール、擁壁、もろもろ

道路附属物としてございますけれども、その中で、

今回案内看板の点検を行うというものでございま

す。 

案内看板につきましては、道路上に非常に大きな
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看板が、多い看板が目にされるかと思うのですけれ

ども、非常に年数も経ってきているということもあ

りまして、点検については全体を点検しております

けれども、一番には、やはり看板が道路上に落ちて

こないかどうかということをメインに点検をするも

のでございます。 

以上です。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですので、続きまして、議案第13号中道

路整備事業冠水対策事業について説明を求めます。 

なお、繰越明許費補正が関連しておりますので、

あわせて説明願います。 

○立花学都市整備課長 議案資料１の58ページを御

覧ください。 

令和２年度一般会計道路橋梁新設改良費補正予

算、冠水対策事業の歳入歳出予算の補正と繰越明許

費の設定について御説明いたします。 

補正の理由及び内容でありますが、緊急自然災害

防止対策事業債を活用し、道路の冠水対策を図るた

め、設計委託費1,000万円、工事費2,000万円、合計

3,000万円を追加補正するものでございます。 

また、事業の完了が見込めないことから、事業費

の一部を翌年度に繰り越しするものでございます。 

補正額でありますが、補正前の額が3,500万円、

補正額が3,000万円を追加し補正後の額が6,500万円

となり、財源内訳及び歳入予算については、記載の

とおりでございます。 

繰越明許費の内訳でありますが、事業費6,500万

円のうち、翌年度繰越額は3,000万円で、財源内訳

は記載のとおりでございます。 

また、予定しております施工箇所につきまして

は、59ページに記載の位置図を御参照願います。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

○石垣直樹委員 ありがとうございます。 

先ほどの議案もそうなのですけれども、当初予算

からの今回の補正額が約50％と、なかなかの大きい

数字なのですけれども、これは当初予算の積算とい

うか、見積もりが甘かったせいなのか、それとも工

事を施工していく上で、工事内容が増えていったの

か教えてください。 

○立花学都市整備課長 現在、冠水対策事業を進め

ておりますけれども、事業につきましては25年から

進めております。 

事業費を今回補正した内容につきましては、全体

の計画を前倒しするということで、当初計画をして

いた当初予算については、計画どおり進めてきてお

ります。 

今回補正する事業費につきましては、さらに計画

を進めていくということで、事業の促進を図るため

の補正でございます。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○松浦敏司委員 今回、３カ所ということなのです

けれども、冠水対策を講じなければならない箇所と

いうのは、全体でどのぐらいあるのでしょうか。 

○立花学都市整備課長 冠水対策事業につきまして

は、平成25年から事業を行っております。 

当時、ゲリラ豪雨であるとか、いろいろな冠水の

事例が非常に大きく発生したということで、当初か

ら整備を考えていた箇所に加えて、27年、28年にも

大きな雨が降ったということで、総数といたしまし

ては、整備予定としては21路線、23カ所がございま

す。 

このうち現在まで20カ所が完成しておりまして、

残る３カ所について、最終段階まで来ているという

状況でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして議案第13号中、道

路整備事業、道路法面改修事業について説明を求め

ます。 

なお、繰越明許費補正が関連しておりますので、

併せて説明願います。 

○立花学都市整備課長 議案資料１の60ページを御

覧ください。 

令和２年度一般会計道路橋梁新設改良費補正予

算、道路法面改修事業の歳入歳出予算の補正と繰越

明許費の設定について御説明いたします。 

補正の理由及び内容でありますが、緊急自然災害

防止対策事業債を活用し、落石の発生、落石のおそ

れがある道路の法面の対策を行うため、設計委託費

800万円、工事費１億8,900万円、合計１億9,700万

円を追加補正するものでございます。 

また、事業の完了が見込めないことから、事業費

の一部を翌年度に繰り越しするものでございます。 

補正額でありますが、補正前の額が１億700万
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円、補正額が１億9,700万円を追加し、補正後の額

が３億400万円となり、財源内訳及び歳入予算につ

いては記載のとおりでございます。 

繰越明許費の内訳でありますが、事業費３億400

万円のうち、翌年度繰越額は２億5,500万円で、財

源内訳は記載のとおりでございます。 

また、予定しております施工箇所につきまして

は、61ページに記載の位置図を御参照願います。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、次に、議案第13号中、橋梁長

寿命化修繕事業、橋梁長寿命化修繕事業について説

明を求めます。 

 なお、繰越明許費補正が関連しておりますので、

併せて説明願います。 

○立花学都市整備課長 議案資料１の62ページを御

覧ください。 

令和２年度一般会計道路橋梁新設改良費補正予

算、橋梁長寿命化修繕事業の歳入歳出予算の補正

と、繰越明許費の設定について御説明いたします。 

補正の理由及び内容でありますが、国の第三次補

正予算を活用し、橋梁長寿命化の進捗を図るため、

調査設計委託費1,500万円、工事費2,700万円、合計

4,200万円を追加補正するものでございます。 

また、事業の完了が見込めないことから、事業費

の全額を翌年度に繰り越しするものでございます。 

補正額でありますが、補正額が4,200万円を追加

し、財源内訳及び歳入予算については記載のとおり

でございます。 

繰越明許費の内訳についても、記載のとおりでご

ざいます。 

また、予定しております施工箇所につきまして

は、63ページに記載の位置図を御参照願います。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので続きまして、議案第13号中、民

間住宅建設促進事業、住環境改善補助金について説

明を求めます。 

○小原功建築課長 議案資料２の69ページを御覧願

います。 

令和２年度一般会計建築総務費住環境改善補助金

の補正予算について御説明いたします。 

補正の理由及び内容でありますが、本補助金は、

住環境の改善を目的とし、市民が住宅の改修を行う

場合に、その費用の一部を助成するものでありま

す。 

本年度当初予算において、1,800万円を計上して

おりましたが、今後も想定を上回る申請が見込まれ

ることから、次の経費を追加補正するものでありま

す。 

経費使途は住環境改善工事費に係る補助金で、金

額は300万円を計上するものであります。 

補正額でありますが、補正前の額が1,800万円

で、補正額が300万円、補正後の額が2,100万円とな

り、財源内訳は記載のとおりでございます。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございますか。 

○石垣直樹委員 参考までにお聞きしたいのですけ

れども、この申請が大きく上回っているということ

なのですけれども、これはコロナによるおうち時

間、在宅の時間が延びたことが影響しての申請が増

えていると考えられるのでしょうか。 

○小原功建築課長 一概にそのコロナによる在宅時

間が長くなったからということでは、一部はあるの

かもしれないですが、この間、平成28年度よりこの

事業を進めてまいりまして、年々その件数が増えて

きている状況でございます。 

昨年度の実績といたしましては220件ありました

が、現在のところ240数件という状況でございま

す。 

徐々に伸びているという部分では、そのような状

況だというふうに考えております。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして、議案第13号中、

市営住宅維持修繕事業、市営住宅維持修繕事業につ

いて説明を求めます。 

○小原功建築課長 議案資料２の70ページを御覧願

います。 

令和２年度一般会計住宅管理費補正予算、市営住

宅維持修繕事業について御説明いたします。 

補正の理由及び内容でありますが、本件は、公営

住宅の家賃減免に対し国庫補助金の交付が見込まれ

ることから、市営住宅維持修繕事業の財源補正を行

おうとするものであります。 
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当初予算時点では、家賃減免事業が国の交付金事

業の対象と認められるか未確定でございましたの

で、当初予算の歳入財源には、公営住宅の住宅使用

料を見込んでいたものであります。 

補正前後の額に変更ありませんが、財源内訳につ

きまして、住宅の使用料が785万7,000円の減とな

り、国庫補助金が785万7,000円となるものでありま

す。 

歳入予算については記載のとおりであります。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 続きまして、議案第13号中、市営住宅建設事業に

ついて説明を求めます。 

なお、繰越明許費補正が関連しておりますので、

あわせて説明願います。 

○小原功建築課長 議案資料２の71ページを御覧願

います。 

令和２年度一般会計住宅建設費補正予算、市営住

宅建設事業の歳入歳出予算の補正と繰越明許費の設

定について御説明いたします。 

補正の理由及び内容でありますが、現在、潮見小

学校隣接地にて解体工事を進めております、市営住

宅潮見団地の建て替え整備について、国の社会資本

整備総合交付金が追加配分されたことに伴い、潮見

団地建て替えに係る造成工事を実施するため、次の

経費を追加補正するものであります。 

なお、年度内に事業の完了が見込めないことか

ら、事業費の一部を翌年度に繰り越しするものであ

ります。 

経費使途は市営住宅潮見団地整備に係る工事費

で、金額は１億7,777万8,000円を計上するものであ

ります。 

補正額でありますが、補正前の額が8,500万円

で、補正額が１億7,777万8,000円、補正後の額が２

億6,277万8,000円となり、財源内訳及び歳入予算に

ついては記載のとおりであります。 

繰越明許費の内訳でありますが、事業費２億

6,277万8,000円のうち、１億7,777万8,000円を翌年

度に繰り越しするものであり、繰越額の財源内訳は

記載のとおりであります。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして議案第13号中、除

雪作業車整備事業繰越明許費補正について説明を求

めます。 

○石井公晶都市管理課参事 それでは、議案資料１

の10ページを御覧ください。 

資料４号補正予算の概要、２の繰越明許費の補正

の表で、上から９段目になります。 

令和２年度一般会計道路橋梁費補正予算、除雪作

業車整備事業の繰越明許費の設定について御説明い

たします。 

本件は、同事業において購入いたしました除雪作

業車２台のうち、融雪剤散布車6,000リットル級１

台に関わる繰越明許費の設定であります。 

同作業車の売買契約に関わる相手側から、納入期

限の延期について申し出があったことを受け、納入

期限が令和２年度から令和３年度に変更となるもの

で、金額は5,428万5,000円となっております。 

なお、納入が遅れた原因は、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大に伴い、部品の欠品によって、製

造ラインに停滞が生じたため、納入が遅れたことに

よるものであります。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので続きまして、議案第13号中、市

営住宅修繕管理業務委託契約債務負担行為補正につ

いて説明を求めます。 

○小原功建築課長 議案資料１の11ページを御覧願

います。 

３、債務負担行為の補正で、表の一般会計の内容

欄、上から三つ目になります。 

市営住宅修繕管理業務委託契約に係る債務負担行

為の設定について御説明いたします。 

内容でありますが、市営住宅の維持管理業務につ

きましては、平成30年度より民間事業者と、単年契

約により実施してきたところでありますが、今後、

さらなる市民サービスの向上と効率化を図るため、

委託期間を３カ年とするもので、３カ年の委託費

1,186万5,000円で債務負担行為を設定するものであ

ります。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

続きまして失礼しました。 

○川原田英世委員 ちょっとここでわからないとこ

ろがあったので確認したいのですが、市営住宅修繕

管理業務委託、平成30年以前はどうしていたのでし

ょうか。 

○小原功建築課長 建築課に修繕大工として雇用し

ている方がいらっしゃいましたので、その方に修繕

を担っていただいておりました。 

○川原田英世委員 それが委託をするようになった

と。 

一応聞きますけれども、１年から３年に変更した

理由もお伺いします。 

○小原功建築課長 複数年度契約により、事業者が

年度ごとに変わることへの不安定化の懸念が解消さ

れる、また事業者のノウハウ等が蓄積されることに

より、さらなる住民サービスが向上されると思慮し

たものでございます。 

○川原田英世委員 内容はよくわかりました。 

あともう一点、プロポーザルで決めるということ

だったのですけれども、このプロポーザルはどうい

った体制で行うのでしょう。 

○小原功建築課長 プロポーザルにつきましては、

現在予定しているのが、今月３月12日に予定してお

りますが、委員の構成といたしましては、建設港湾

部長を筆頭に、建築課長、都市整備課長、あと住宅

管理係長が委員として審査をする予定としていると

ころでございます。 

○川原田英世委員 プロポーザルなので議論の結果

とかも公表されるのだと思いますけれども、プロポ

ーザルの考え方自体はいいのですけれども、内部だ

けでプロポーザルをやっていると、どうしても市民

の目が届かないというか、監修の目が届かないとい

う部分も出てきますので、その点十分に注意しなが

ら進めていただきたいと思いますが、いかがです

か。 

○小原功建築課長 内容につきましては10項目を設

定しているところでありますが、この辺につきまし

ても内容につきまして現状の部分の説明等も補足し

ながら、審査をしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして、議案第13号中、

港湾管理運営事業、広域連携海外クルーズプロモー

ション事業について説明を求めます。 

○梅津義則港湾課長 議案資料１の64ページを御覧

ください。 

令和２年度一般会計港湾管理費補正予算、広域連

携海外クルーズプロモーション事業の歳出予算の補

正について御説明をいたします。 

補正の理由及び内容でありますが、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、事業の執行が見込めな

いため、クルーズ船誘致のための負担金80万円を減

額補正するものであります。 

補正額でありますが、歳出予算について、補正前

の額が80万円、補正額が80万円全額を減額補正する

もので、財源は全て一般財源となってございます。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので続きまして、議案第13号中、港

湾整備事業、国直轄港湾整備事業負担金について説

明を求めます。 

なお、繰越明許費補正が関連しておりますので、

併せて説明願います。 

○梅津義則港湾課長 議案資料２の65ページを御覧

ください。 

令和２年度一般会計港湾建設費補正予算、国直轄

港湾整備事業負担金の歳入歳出予算の補正と、繰越

明許費の設定について御説明をいたします。 

補正の理由及び内容でありますが、国の国土強靱

化対策に伴い、南防波堤改良工事に関わる国直轄港

湾整備事業負担金が増額となるため、負担金5,250

万円を追加補正するものであります。 

また、年度内の事業完了が見込めないことから、

負担金の一部を翌年度に繰り越すものであります。 

補正額でありますが、歳出予算では補正前の額が

6,200万円、補正額が5,250万円の追加、補正後の額

が１億1,450万円となり、財源内訳及び歳入予算に

ついては記載のとおりでございます。 

繰越明許費の内訳についてでありますが、5,250

万円を繰り越すこととし、財源内訳は全額が市債で

ございます。 

施工箇所につきましては、66ページに記載の位置

図をご参照願います。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 



- 32 -  

○松浦敏司委員 まず工事の内容、どんな工事をす

るのかということと、それから全体の工事費の何％

が網走市の負担なのか、その辺をまず伺います。 

○梅津義則港湾課長 工事の内容といたしましては

今回は南防波堤の改良工事、具体的にはかさ上げと

いうことになっておりまして、強壁工、強発行27メ

ートルを実施するということになっております。 

全体事業費は３億5,000万円になっておりまし

て、そのうちの15％が市の負担ということになりま

すので、5,250万円ということになってございま

す。 

○松浦敏司委員 よく防波堤やなにかで、壊れたり

破損したりすると、現状回復というのがよく言われ

ていて、現状回復ならまた同じことを繰り返すので

はないかというお話もあったのですが、なかなかそ

れができない。 

今回は、修繕ということなので、中身は違うのか

なと思うのですけれども、これは現状回復とかとい

うものとは全く関係のない工事ということでよろし

いでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 今回の工事は修繕ということ

でもございませんで、静穏度の向上のために行って

いる、計画的に港湾事務所、国のほうで行っていた

だいている事業ということになってございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 他にございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、続きまして、議案第13号中、

港湾整備事業、第２ふ頭荷捌地整備事業について説

明を求めます。 

なお、繰越明許費が関連しておりますので、併せ

て説明願います。 

○梅津義則港湾課長 令和２年度一般会計港湾建設

費補正予算、第２ふ頭荷捌地整備事業の歳入歳出予

算の補正と繰越明許費の設定について、御説明をい

たします。 

補正の理由及び内容でありますが、国の補正予算

を活用し、第２ふ頭荷捌地の整備を行うため、工事

請負費1,200万円を追加補正するものであります。 

また、年度内の工事完了が見込めないことから、

事業費の一部を翌年度に繰り越すものであります。 

補正額でありますが、歳出予算は、補正前の額が

5,400万円、補正額が1,200万円の追加、補正後の額

が6,600万円となり、財源内訳及び歳入予算につい

ては記載のとおりであります。 

繰越明許費の内訳についてでありますが、1,200

万円を繰り越すこととし、財源内訳は記載のとおり

でございます。 

施工箇所につきましては、68ページに記載の位置

図を御参照願います。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですので、ここでお諮りいたします。 

議案第13号令和２年度網走市一般会計補正予算中、

所管分、建設港湾部関係分については、全会一致に

より原案可決すべきものと決定してよろしいでしょ

うか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたしました。 

 

○立崎聡一委員長 次に、議案第15号令和２年度網

走市網走港整備特別会計補正予算について説明を求

めます。 

○梅津義則港湾課長 議案資料１の11ページ、資料

４号を御覧ください。 

議案第15号令和２年度網走市網走港整備特別会計

補正予算について御説明をいたします。 

３、債務負担行為の補正の表のうち、会計欄３段

目、網走港整備特別会計において、令和３年４月１

日からの、履行開始を予定しております３件の事項

について、令和２年度中に契約事務等を取り進める

必要があるため、債務負担行為の設定を行おうとす

るものであります。 

債務負担行為の設定額は、上屋消防施設点検委託

経費契約が15万円、港湾システム保守点検委託契約

が22万円、船舶給水業務委託契約が10万円、合計で

47万円であります。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、ここでお諮りいたします。 

議案第15号令和２年度網走市網走港整備特別会計

補正予算については、全会一致により原案可決すべ

きものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定しました。 

 

○立崎聡一委員長 次に、議案第27号市道路線の廃
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止及び認定について説明を求めます。 

○澁谷一志都市管理課長 議案資料変わりまして、

議案資料２の119ページを御覧ください。 

市道路線の廃止及び認定について御説明いたしま

す。 

廃止認定する路線は、路線番号190、潮見東公住

甲線で、路線延長、敷地幅員等は記載のとおりでご

ざいます。 

廃止及び認定理由について、位置図で御説明させ

ていただきます。 

次のページ、120ページを御覧ください。 

位置図の中央部分、三つの市道と潮見小学校に囲

まれた市営住宅は、昭和50年から53年にかけて建設

された団地で、建て替えに向けた敷地造成に当た

り、市道潮見東公住甲線の一部を建設用地として利

用するため、当路線を廃止し、起点側の見直しを行

った上で、再認定するものであります。 

説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

お諮りいたします。 

議案第27号市道路線の廃止及び認定については、

全会一致により原案可決すべきものと決定してよろ

しいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたしました。 

それでは、ここで理事者入替えのため暫時休憩い

たします。 

午後２時42分休憩 

午後２時43分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

次に、議案第19号令和２年度網走市水道事業会計

補正予算について説明を求めます。 

○野呂俊広営業経営課長 議案資料２冊目の99ペー

ジ、資料５号を御覧いただきたいと思います。 

議案第19号令和２年度網走市水道事業会計債務負

担行為補正予算について御説明申し上げます。 

１、補正の理由につきましては、令和３年４月１

日から履行開始が予定される支出項目について、令

和２年度中に契約が必要となるため、債務負担行為

の追加を行おうとするものでございます。 

２、内容につきましては、資料記載のとおり、電

算処理システム賃貸借保守契約ほか、合計５件でそ

れぞれ記載の金額とするものでございます。 

以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですのでお諮りいたします。 

議案第19号令和２年度網走市水道事業会計補正予

算については、全会一致により原案可決すべきもの

と決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたしました。 

 

○立崎聡一委員長 次に、議案第20号令和２年度網

走市簡易水道事業会計補正予算について説明を求め

ます。 

○柏木弦上水道課長 議案第20号令和２年度網走市

簡易水道事業会計債務負担行為の補正予算につきま

して御説明いたします。 

議案資料２の100ページ、資料６号を御覧願いま

す。 

１、補正の理由でございますが、令和３年４月１

日から履行開始が予定される支出項目につきまし

て、令和２年度中に契約が必要となるため、債務負

担行為を定めるものでございます。 

２、内容につきましては、水道賠償責任保険加入

契約でございまして、限度額は５万4,000円とする

ものでございます。 

説明は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 それでは質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですのでお諮りいたします。 

議案第20号令和２年度網走市簡易水道事業会計補

正予算については、全会一致により原案可決すべき

ものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたしました。 

 

○立崎聡一委員長 次に、議案第21号令和２年度網

走市下水道事業会計補正予算について説明を求めま

す。 

なお、債務負担行為補正が関連しておりますの

で、併せて説明願います。 

○中村昭彦下水道課長 議案資料２の101ページ、

資料７号を御覧願います。 

議案第21号令和２年度網走市下水道事業会計補正
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予算について御説明いたします。 

補正の理由でございますが、当初予算の社会資本

整備総合交付金の配分減による、建設改良補助事業

の減額補正、及び国の第三次補正予算を活用した建

設改良補助事業の追加補正を行うものでございま

す。 

次のページ、102ページを御覧願います。 

下段、資本的支出の表中①が、当初予算額から配

分で減額となった事業費１億1,012万円でございま

す。 

その隣、②が、また、国の補正予算による増額と

なった事業費１億9,600万円でございまして、差し

引き8,588万円の増額となっておりまして、補正後

の額につきましては、太枠で囲っています５億

8,222万円でございます。 

国の第三次補正に伴い増額となった１億9,600万

円につきましては、本年度中に事業の完了を見込め

ないことにより、その全額を翌年に繰り越すもので

ございます。 

なお、地方公営企業会計には企業活動の円滑な実

施を図るため、明許繰越制度はなく、年度内に支払

い義務が生じなかった建設改良費の翌年度に繰り越

しして使用できる予算の弾力的な執行が認められて

いるため、繰越明許費の設定はございません。 

また、資本的収支につきましては、企業債及び国

庫補助金の補正額の内訳、予算額につきましても、

表に記載のとおりでございます。 

前のページ、101ページに戻っていただきまし

て、（３）補填財源につきましては記載のとおり変

更するものでございます。 

（４）企業債、限度額につきましては、企業債の

額が変更したことにより、その限度額も変更しよう

とするものでございます。 

補正前の限度額が２億9,410万円、補正後の限度

額が３億3,680万円に変更して、4,270万円企業債限

度額を増額しようとするものでございます。 

また、減額により事業を中止した箇所について

は、103ページ、104ページ、増額により実施する箇

所については、105ページ、106ページに記載のとお

りでございます。 

続きまして、議案資料２の107ページ、資料８号

を御覧願います。 

議案第21号令和２年度網走市下水道事業会計の債

務負担行為に関する補正予算につきまして御説明い

たします。 

令和３年度、４月１日から履行開始が予定されて

おります、４件の事項につきまして、令和２年度中

に契約事務を取り進める必要があることから、その

経費について債務負担行為の追加をするものでござ

います。 

債務負担行為の設定の内容及び限度額につきまし

ては、土地賃貸借契約ほか３件、記載のとおりで総

額56万5,000円を追加するものでございます。 

説明は以上です。 

○立崎聡一委員長 質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

なきようですので、お諮りいたします。 

議案第21号令和２年度網走市下水道事業会計補正

予算については、全会一致により原案可決すべきも

のと決定してよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定いたしました。 

それでは、ここで理事者入替えのため暫時休憩い

たします。 

午後２時52分休憩 

午後３時03分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

次に、要請について審査いたします。 

まず初めに、種苗法の改定に反対する意見書提出

についての要請について審査いたします。 

この要請は、令和２年12月10日に当委員会に付託

されましたが、継続審査となっております。 

申し合わせ事項において、要請の受理があって２

回の定例会が経過しても結審に至らない、当該案件

は審議未了とすることとなっているため、本日の委

員会でも結審されなかった場合、審議未了、廃案す

べきものと決定されます。 

この要請について、委員皆さんの御意見をお示し

いただきたいと思います。 

○松浦敏司委員 12月議会の中でも意見を述べさせ

ていただきました。 

残念ながら種苗法の改正が、法律が通ってしまっ

たということでありますが、しかしこの要請の中で

言っていることについては、私は同意できるもので

すから、できればこれは採択すべきだというふうに

考えます。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○澤谷淳子委員 12月２日で、この法律が通りまし

て、４月からもう施行になるということで、種苗法
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の自家増殖が原則禁止のようなことも書いてありま

すが、それは制限なしでできるというのもこう一般

品種については読めましたので、これは不採択でお

願いいたします。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○石垣直樹委員 この種苗法に関しては、先ほど澤

谷委員もおっしゃっておりましたが、国会を通過し

たばかりということで、不採択と。 

○立崎聡一委員長 他に。 

それでは、意見のほうが分かれましたということ

で、お諮りしたいと思います。 

種苗法の改定に反対する意見書提出の要請につい

ては、審議未了、廃案すべきものと決定いたしたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定させていただきました。 

それでは、続きまして、日本国憲法の尊重・擁護に

関する意見書提出についての要請について審査いた

します。 

この要請について、委員の皆さんの御意見をお示

しいただきたいと思います。 

○松浦敏司委員 この要請について表現の仕方はい

ろいろ意見があるかと思います。 

ただここで、タイトルでも言われておりますよう

に、日本国憲法の尊重・擁護という点からして、あ

と要請事項を読ませていただきましたけれども、ご

く憲法のとおり言っているわけで、全く間違いでは

ないというふうに思いますので、私は、これは採択

すべきというふうに思います。 

○立崎聡一委員長 他の委員の御意見はいかがでし

ょうか。 

○澤谷淳子委員 ちょっとあんまり、この提出され

ている団体をあんまりちょっと私も存じ上げなかっ

たのですけれども、日本国憲法の尊重・擁護という

のは、本当に大変そのとおりなのですが、公明党も

加憲とか改憲というのはやっておりますし、遵守だ

けしてということが書いてあるのですけれども、一

応不採択でお願いいたします。 

理由としては、「憲法の改悪に反対を表明し」

と、改悪というふうに書いてあるんですが、改悪と

いうふうには思っていなかったので反対いたしま

す。 

○立崎聡一委員長 他の委員の御意見はいかがでし

ょうか。 

○石垣直樹委員 書かれていることがちょっと奇天

烈過ぎて、私には全く理解できません。 

不採択です。 

○小田部照委員 私もこの内容には同意できません

ので、不採択でよろしいかと思います。 

○栗田政男委員 書かれていることは非常にもっと

もなことなのですよね。 

憲法に定められた思想・良心の自由、信教の自

由・政教分離の原則を厳守するとか、全く基本中の

基本なので、非常に理解はできるのですが、私の思

想的なものとは全く真逆なので、申し訳ないです

が、自分の意思に反して賛成するわけにいかないの

で、ただ継続で審議するような余裕はあるというこ

とで申し上げます。 

○立崎聡一委員長 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、お諮りしたいと思います。 

日本国憲法の尊重・擁護に関する意見書の提出に

ついての要請については、意見の一致を見なかった

ため、閉会中継続審査をするということでよろしい

でしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定させていただきました。 

続きまして、米の受給改善と米価下落の歯止め策

を求める意見書提出についての要請について審査い

たします。 

この要請について、委員の皆さんの御意見をお示

しいただきたいと思います。 

○松浦敏司委員 米については、網走市内では基本

的に作っている農家はおりません。 

ただ、ここで言われているのは、やはり新型コロ

ナによって大きな影響を受けていると。 

米農家についても、そういう影響が出ているとい

うことで、要望事項として三つ挙げられていると。 

過剰米を国が緊急に買い入れし、過大な生産調整

を回避すること。 

二つ目に、ミニマムアクセス米の輸入量を大幅に

削減してほしいと。 

それから、過剰米を生活困窮者などへの食料支援

に活用するというようなことでありまして、これは

ある意味、もっともなことだというふうに私は理解

しますので、これはぜひ採択してほしいと思いま

す。 

○立崎聡一委員長 他の委員のご意見はいかがでし

ょうか。 

○澤谷淳子委員 確かなのは、コロナの影響で業務
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用のお米も全然消費されないというのも本当にもっ

ともだと思って、書かれていることはそうなのです

が、それとはまたほかにも全体にもいろいろな影響

もありますので、もう少しちょっと見ていきたいと

思うので、継続でお願いいたします。 

○立崎聡一委員長 他の委員の意見はいかがでしょ

うか。 

○山田庫司郎委員 お２人から意見がありましたけ

れども、私もですね、ぜひコロナによって今、米が

ですね、非常に大変な状況になっているということ

を含めて、来年はまた米作からですね、違うほうに

転換のような話も出ているようです。 

松浦委員からあったように、確かにここの網走

は、米ということは直接関係ないのかもしれません

が、やはり自給率の関係含めてですね、米をやっぱ

りきちんと守るという視点と、ミニマムアクセス米

の関係、ここに触れていますけれども、これもやは

り、輸入を減らしていくということも含めてです

ね、考えていくべきだというふうに思いますので、

私は、やっぱりコロナが今こういう状況の中で、来

年度も、もう早くからやっぱりこれが影響してくる

可能性があると思いますから、継続で回している時

間は私はないというふうに思いますので、ぜひ今回

の中で採択してですね、国に意見書を出していくと

いう方向で、私からはお願いしたいと思います。 

○立崎聡一委員長 他に。 

○栗田政男委員 米の問題というのは、我々の主た

る食料の部分なので、非常に大事な部分だと思って

います。 

書かれていることはもっともだと思います。 

ただ、輸入米に関しては買わされているという、

これはいろんな政策の中の話なので、当時日本は、

必要なのは輸入して賄おうという方向性を持ってい

たように、私は思っていました。 

その最たるものが減反政策であり、いろんな税金

を使って米を作るなと。 

僕は本当に悪法だったなというふうに思っていま

すけれども、そういう政策が過去にもありました。 

こと北海道に関して言うと、網走は今米がないと

いう話でしたが、十分にできる要素はございます

し、以前は作っていました。 

網走市でもたくさんのお米があり、貴重な主食と

して供給された実績があります。 

また、岩見沢のほうでは、直販型農業が拡大しつ

つあります。 

これは本当に可能性を秘めた非常に大事な部分な

ので、僕はこの部分、まだまだ議論をして、しっか

りと私たち北海道に住む人間として、これからの農

業を考える上、また、コロナ禍の話もありました

が、コロナによって、ある面鎖国も余儀なくされて

いる部分も多々あります。 

そういうことも含めて考えると、やはり私たちの

日本で食糧を作るということは、絶対推進しなけれ

ばならない大切な問題なので僕は継続の上、みんな

でこれを真剣に考えながら議論を詰めた上で、採択

という方向がいいのではないかなというふうに思い

ます。 

○小田部照委員 私もこの内容を一部であります

が、賛同する部分は多々あるのですが、日本も海外

に物を売って成り立っているというような現状、世

界情勢のバランスを考えてもですね、今、この件を

拙速に判断すべきではないと私は考えます。 

ぜひ継続して、国の動向を注視しながら審議して

いきたいと考えております。 

○立崎聡一委員長 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それではお諮りしたいと思います。 

米の受給改善と米価下落の歯止め策を求める意見

書提出についての要請については、意見の一致を見

なかったため、閉会中継続審査とするということで

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

そのように決定させていただきました。 

以上で、本日の委員会は終了いたします。 

御苦労さまでした。 

午後３時21分閉会 


